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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ

ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
輝
か
し
い
年
を
お
迎
え
の
こ

と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
は
新
し
い
事
が
生
ま
れ
る
・
成
長
す
る

な
ど
縁
起
の
良
い
年
回
り
の
『
壬
の
寅
』
と
い
う
事
で

本
町
に
と
っ
て
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
一
年
と
な

り
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
５
月
に
は
通
町

の
旧
庁
舎
か
ら
壬
生
甲
の
新
庁
舎
へ
の
移
転
。
６
月
末

に
は
六
美
町
北
部
土
地
区
画
整
理
地
内
に
栃
木
県
初
出

店
と
な
る
コ
ス
ト
コ
壬
生
倉
庫
店
や
カ
イ
ン
ズ
壬
生
店

が
オ
ー
プ
ン
。
そ
し
て
10
月
に
は
と
ち
の
葉
国
体
以
来

42
年
振
り
に
い
ち
ご
一
会
と
ち
ぎ
国
体
が
開
催
さ
れ
、

本
町
で
は
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
と
銃
剣
道
を
実
施

し
ま
し
た
。

　
教
育
分
野
で
は
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
活
用

し
た
ゆ
う
が
お
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ス

ク
ー
ル
事
業
に
よ
る
英
語
教
育
に
よ
り
、
世
界
に
通
用

す
る
人
材
の
育
成
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
今
年
は
「
卯
年
」
と
い
う
事
で
、
新
し
い

こ
と
に
挑
戦
す
る
に
は
最
適
な
年
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
跳
躍
す
る
ウ
サ
ギ
の
よ
う
に
町
も
大
き
く
飛
躍
で

き
る
よ
う
、
し
っ
か
り
と
事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
い
よ
い
よ
２
月
に
は
、
町
内
の
主
要
施
設
を
結
ぶ
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
み
ぶ
ー
ぶ
」
の
実
証
運
行
が
開
始

と
な
り
ま
す
。
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
「
み
ぶ
ま
る
」
と

と
も
に
皆
さ
ま
の
生
活
を
支
え
る
足
と
し
て
、
ぜ
ひ
ご

利
用
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
結
び
に
、
皆
さ
ま
方
の
ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

壬生町長

小菅 一弥
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新年のごあいさつ
まちトピ
新型コロナウィルスワクチン接種
壬生藩校学習館祭り開催
20歳になったら国民年金
確定申告は期限内に！
栃木税務署からのお知らせ
令和４年度第35回公民館まつり
講座・試験、募集
おしらせ
介護
スポーツ
こども
図書館からのおしらせ
１月16日～２月15日カレンダー

表紙写真：12月４日（日）に開催された第11
回壬生町ゆうがおマラソン大会の様子です。

※大東建託株式会社調査

誇
暮らしやすい魅力あふれる壬生町

壬生町役場新庁舎が完成
　令和４年５月６日に新庁舎が開庁しました。
　「まちのリビング」のコンセプトのもと、来庁者の皆さまにとって
分かりやすく利用しやすい空間となり、耐震構造や72時間供給可能
な電源などを有し、有事の際には町民の皆さまに安心をもたらす「防
災拠点」としての機能を備えた庁舎となっています。

街の住みここち自治体ランキングで
1位を獲得
　交通利便性・親しみやすさ・防災などの面で高い評価をいただき、
２年振りの県内１位を獲得しました。（北関東ランキング５位）
　引き続きNo.1の座を維持出来るよう、“壬力”あふれる事業を推進
していきます。

六美町北部地区に新たな商業施設がオープン
　令和４年６月には六美町北部土地区画整理事業
地内にカインズ壬生店、コストコ壬生倉庫店が開
業し、県内外から大きな注目を集めました。
　町では今後も引き続き、地域の皆さまで組織し
た六美町北部土地区画整理組合とともに、新しい
街づくりを進めていきます。

コミュニティバス
「みぶーぶ」発進！
　いよいよ本年２月より町内主要施設や駅を結ぶ
コミュニティバス「みぶーぶ」の実証運行が開始
となります。
　デマンドタクシー「みぶまる」と連携し、地域
の皆さまの生活を支える「足」として、車がなく
ても安心して生活できる環境を整備します。



　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望
に
満
ち

た
令
和
五
年
の
新
年
を
、
晴
れ
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と

と
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
重
ね
て
、
日
頃
よ

り
町
議
会
活
動
に
対
し
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
は
３
月
に
町
議
会
選
挙
に
よ
る
改
選
が

あ
り
、
我
々
壬
生
町
議
会
は
４
名
の
新
人
議
員
を
迎
え
、

総
勢
16
名
で
新
た
に
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。
４
年

に
わ
た
る
任
期
と
な
り
ま
す
が
、
皆
さ
ま
の
負
託
に
応

え
る
べ
く
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
。

　
ま
た
、
５
月
に
は
新
庁
舎
も
開
庁
し
、
そ
れ
に
伴
っ

て
議
場
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
し
た
。
新
し
い
議
場

は
庁
舎
の
３
階
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
な
た
で
も
ア
ク

セ
ス
し
易
い
よ
う
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
勿
論
、
傍
聴
席

入
口
へ
の
ス
ロ
ー
プ
や
手
す
り
を
設
置
し
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
お
子
さ
ま
連
れ
の
方
の
た
め
に
親
子
傍
聴
席

を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
議
場
内
の
モ
ニ
タ
ー
で
質

疑
の
際
の
議
員
の
表
情
な
ど
も
確
認
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ

多
く
の
皆
さ
ま
に
議
会
の
傍
聴
へ
と
足
を
運
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
一
般
質
問
動
画
の
ユ

ー
チ
ュ
ー
ブ
に
よ
る
配
信
も
始
め
ま
し
た
。
質
疑
の
模

様
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も

ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
い
ま
だ
に
私
達
の
生
活

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
様

に
十
分
に
注
意
を
払
い
つ
つ
も
、
時
勢
に
合
っ
た
感
染

対
策
を
講
じ
な
が
ら
、
公
平
か
つ
円
滑
な
議
会
運
営
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
今
後
も
歩
み
を
止
め
る
こ
と
な

く
、
活
発
な
議
会
活
動
を
続
け
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
町
議
会
に
対
し

て
の
ご
支
援
並
び
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

壬生町議会議長

坂田 昇一

新年のご

3

心
挑

世界に羽ばたく人材の育成
英語教育の充実
　株式会社タカラトミーさま、株式会社アクトリーさまからの企業版
ふるさと納税によるご支援のもと、町内中学校の全ての生徒に対して
週１回のネイティブイングリッシュ講師とのオンライン英会話の実施
や英検受験料の全額補助など、国際社会を逞しく生きる英語力に優れ
た人材を育成する事業をスタートしました。

「論語」教育の推進
　令和３年に開催された「全国藩校サミット壬生大会」を記念すると
ともに、藩校教育に係るこれまでの取組みを継続・発展させるべく、
令和４年11月には「壬生藩校学習館祭り」を開催し、論語大朗誦や
論語作文の発表などを行いました。
　デジタル化が進む現代であっても、壬生町では論語を通して人とし
ての生き方や心の持ちようを学ばせる教育を推進しています。

選ばれる壬生町へ
虎ノ門にサテライトオフィスを設置
　東京に集中する「ヒト・モノ・情報」と町の優れた地域資源とを結
び付け、交流、活性化を図ることを目的にサテライトオフィスを設置
しました。

新たな産業団地の整備に向けて
　町では栃木県知事に対し、羽生田産業団地東側（中泉地区）への新
産業団地の整備要望書を提出しました。早期に事業着手されるよう、
県と協力して準備を進めていきます。



受賞者（敬称略）

髙山　文雄

遠藤　恭子
落合　章男
金子　和正
黒川　裕正
大塚　孝次
森田　純市
錦織　雅司
水井　正行

松本　幸三
株式会社 アクトリー
有限会社 シバラエンジニアリング
株式会社 タカラトミー
壬生ライオンズクラブ
壬生ロータリークラブ
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功 労 賞

徳 行 賞

　永年にわたり、町政運営の推進、教育・文化の振興等で多大な功績を残された
方々をたたえ、「令和４年度壬生町自治功労者表彰式」が、11月１日（火）に役場大
会議室で行われました。
　今年は、特別功労賞１名、功労賞８名、徳行賞６名の方が受賞されました。

自治功労者を表彰町発展への功労・
功績をたたえ 自治功労者を表彰町発展への功労・
功績をたたえ

（該当条項順、職名順、50音順）

たかやま      ふみ お

えんどう     きょう  こ

おちあい      あき お

かね  こ      かずまさ

くろかわ      ひろまさ

おおつか      こう じ

もり  た     じゅんいち

にしきおり     まさ し

みず  い      まさゆき

まつもと      こうぞう

4

○壬生町表彰条例に基づき表彰を受けた方のうち、
　特別の功労・功績があると認められる方

○町議会議員として功績があったと認められる方
○スポーツ推進委員として功績があったと認められる方

○消防団員として功績があったと認められる方
○統計調査員として功績があったと認められる方
○保護司として功績があったと認められる方
○行政協力委員及び保護司として功績があったと認められる方
○企画委員及び消防団員として功績があったと認められる方

○町に１件１００万円相当以上の金品を寄附された方

特別功労賞



◎
消
防
関
係
模
範
団
員
知
事
表
彰 

本
部　
　
　
　
副
分
団
長　
吉
葉　
和
正

◎
勤
続
章
15
年 

第
１
分
団
第
２
部　
団
員　
黒
川　
裕
正

◎
勤
続
章
10
年 

第
３
分
団
第
５
部　
団
員　
石
村　
勝
巳

　
壬
生
町
消
防
団
（
戸
崎
代
志
夫
団
長 

以
下
2
0
3
名
）
に
よ
る
消
防
団
通
常

点
検
が
11
月
27
日（
日
）に
実
施
さ
れ
ま

し
た
。

　
東
雲
公
園
多
目
的
広
場
に
お
い
て
、

消
防
関
係
殉
職
者
に
対
し
黙
祷
を
捧
げ

た
後
、
御
来
賓
臨
席
の
も
と
、
人
員
並

び
に
服
装
点
検
、
機
械
器
具
点
検
、
ポ

ン
プ
操
法
点
検
並
び
に
放
水
点
検
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
小
菅
町
長
の
講
評
の
後
、

多
年
に
わ
た
り
勤
続
し
た
団
員
や
、
退

団
者
、
消
防
業
務
協
力
者
な
ど
の
表
彰

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
役
場
駐
車
場
で
は
、
多
く
の
人
が
見

守
る
中
、
消
防
団
本
部
役
員
、
消
防
団

員
、
消
防
団
車
両
、
石
橋
地
区
消
防
組

合
消
防
車
両
等
に
よ
る
分
列
行
進
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
分
列
行
進
後
に

は
消
防
車
両
の
展
示
や
、
放
水
体
験
が

で
き
る
消
防
フ
ェ
ア
が
行
わ
れ
、
た
く

さ
ん
の
家
族
連
れ
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　
壬
生
町
消
防
団
は
火
災
現
場
だ
け
で

は
な
く
、
災
害
時
の
対
応
や
行
方
不
明

者
の
捜
索
、
イ
ベ
ン
ト
警
備
な
ど
、
幅

広
く
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
、
消
防
団

の
活
動
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、
活
動
を
見
か
け
た
際
は
、
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉
を
い
た
だ
け
ま
す
と
、
ま
す

ま
す
安
全
・
安
心
の
町
へ
と
つ
な
が
る

と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

◎
功
績
章
８
年

第
１
分
団
第
１
部　
団
員　
関
本　
正
和

第
１
分
団
第
３
部　
団
員　
吉
田　
基
継

第
１
分
団
第
５
部　
団
員　
戸
崎　
有
二

第
３
分
団
第
２
部　
団
員　
粂
川　
寛
宣

第
３
分
団
第
３
部　
団
員　
臼
井　
祐
輔

第
３
分
団
第
３
部　
団
員　
中
野　
満

◎
勤
続
章
５
年

第
１
分
団
第
２
部　
部
長　
林　
　
祐
一

第
１
分
団
第
３
部　
部
長　
出
井　
毅
彦

第
２
分
団
第
５
部　
部
長　
鈴
木　
好
昌

第
３
分
団
第
２
部　
部
長　
伊
澤　
徹

第
３
分
団
第
５
部　
部
長　
小
出　
剛
志

第
２
分
団
第
１
部　
班
長　
田
中　
恒
行

第
２
分
団
第
３
部　
班
長　
三
古
谷
一
成

第
３
分
団
第
５
部　
班
長　
松
本　
卓
也

第
１
分
団
第
３
部　
団
員　
小
倉　
俊
介

第
１
分
団
第
４
部　
団
員　
山
川　
義
幸

第
１
分
団
第
４
部　
団
員　
山
川　
浩
司

第
１
分
団
第
４
部　
団
員　
橋
本　
卓
也

第
２
分
団
第
１
部　
団
員　
廣
田　
貴
士

第
２
分
団
第
１
部　
団
員　
荒
川　
宗
久

第
２
分
団
第
２
部　
団
員　
江
田　
敬
行

第
２
分
団
第
２
部　
団
員　
増
山　
貴
政

第
２
分
団
第
２
部　
団
員　
青
木　
拓
也

第
２
分
団
第
３
部　
団
員　
清
水　
幹
次

第
２
分
団
第
５
部　
団
員　
小
嶋　
誠

第
３
分
団
第
１
部　
団
員　
根
本　
利
英

第
３
分
団
第
１
部　
団
員　
齋
藤　
直
樹

第
３
分
団
第
３
部　
団
員　
臼
井　
秀
治

第
３
分
団
第
５
部　
団
員　
中
山　
大
輔

◎
石
橋
地
区
消
防
団
連
絡
協
議
会
長
表
彰

第
１
分
団
第
２
部

第
２
分
団
第
２
部

第
３
分
団
第
５
部

◎
勤
続
章
15
年

　
栃
木
県
消
防
協
会
長
表
彰
と
同
じ

◎
勤
続
章
10
年

　
栃
木
県
消
防
協
会
長
表
彰
と
同
じ

◎
勤
続
章
５
年

　
栃
木
県
消
防
協
会
下
都
賀
支
部
長
表
彰

　
と
同
じ

◎
優
良
部

　
第
１
分
団
第
１
部

　
第
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左から　小菅町長　池 節子氏

節子氏が文部科学省より地方教育行政功労者表彰
を受賞しました。池氏は町教育委員会委員とし

て、平成６年10月１日から令和４年９月30日まで７期
28年間にわたり町教育の振興にご尽力いただきました。
この表彰は、各都道府県や市町村の地方教育行政におい
て功労が特に顕著な教育委員会の教育長、教育委員に対
して文部科学大臣表彰を行っているものです。

池

池節子元教育委員が
地方教育行政功労者表彰を受賞

いけせつ  こ

月11日（金）にとちぎ男女共同参画センター（パ
ルティ）で行われた『令和４年度栃木県農業担

い手躍進大会』にて琴寄成人氏が、優良認定農業者表
彰を受賞されました。
　琴寄氏は長きにわたり、町の農業委員として活躍す
る一方、いちごの営農面積や収益を着実に増やしなが
ら、研修生の受け入れを行うなど、将来を見据え、地
域の農業をけん引しています。
　11月21日（月）に町長へ受賞の報告が行われました。

11
優良認定農業者表彰受賞

6

左から　小菅町長　琴寄成人氏

月２日（水）に宇都宮市文化会館で令和４年度
第32回栃木県民生委員児童委員大会が開催

されました。民生委員児童委員の小倉憲夫さん、柏
原信子さん、薮田宏さんが10年以上の長きにわた
り民生委員児童委員として地域福祉の向上に尽力さ
れた功績が認められ、全国民生委員児童委員連合会
会長表彰を受賞されました。また、同大会において
稲毛田美紀夫さん、小椋理香子さん、軽部良夫さん
が７年以上の長きにわたり民生員児童委員として地
域福祉の向上に尽力された功績が認められ、栃木県
民生委員児童委員協議会会長表彰を受賞されました。

11
栃木県民生委員児童委員大会開催

左から　小椋理香子さん　稲毛田美紀夫さん　小倉憲夫さん　軽部良夫さん
（柏原信子さん、薮田宏さんは当日不参加）

こと より なる  と

お  ぐら のり  お　                 かしわ

いな  げ    た  み  き  お　　　　　　    お  ぐら   り   か    こ                     かる べ  よし  お 

結 婚 相 談 室

今すぐ、勇気を出して ☎0280-30-7070
※公的書類の提出・面接可能な方！！

※お見合い後交際に入った場合は希望により正式入会に進みます。
〒306-0011　茨城県古河市東３－５－13　旧イトーヨーカドー南側

男性10,000円  女性5,000円 登録費は別途必要

体験入会活動費

相談室

チャペルチャペルチャペルチャペル

ばら のぶ こ  　                   やぶ   た ひろし



月13日（日）と20日（日）に、町は虹の
杜自治会（神山一夫会長）の会員を

対象に自治会グループウェア説明会を開催
しました。
　グループウェアとは、グループ内の情報共
有・コミュニケーション促進など、事務の
効率化に役立つさまざまな機能を持つソフ
トウェアです。各世帯の所有するパソコンや
スマートフォンで使用することができます。
具体的には、「行事のお知らせや出欠確認」、
「広報等の回覧物の閲覧」、「総会資料等の
データの共有」を行うことができます。
　説明会では、まず、グループウェアの基
本的な機能等について説明があり、その後、参加者に実際にパソコンを使って、グループウェアを体験してもらいました。
　虹の杜自治会では、12月から、従来の回覧による連絡や広報紙等の配布と併用してグループウェアの運用を少しず
つ開始する予定です。将来的には、グループウェアを活用することにより、自治会事務の効率化を図っていきたいと
考えています。

祝百寿　舘野ツギさん100歳おめでとうございます
たて  の    つ     ぎ

現

○C柊あおい

在、特別養護老人ホームしもつけ荘に入所されて
いる舘野 ツギさんが、10月30日（日）に100歳の

誕生日を迎えられました。小菅町長は翌31日（月）に施設
を訪問し、長寿をお祝いしました。
　舘野さんは、しもつけ荘に９月に入所されたばかりで
すが、生活にも慣れて、落ち着いた様子で施設の方、ご
家族の方とお話しされていました。
　町長に「お元気で、もっと長生きをしてくださいね。
ご長寿町内1を目指してください」とお声をかけられる
と、嬉しそうに大きな声で笑っていらっしゃいました。
　施設の方やご家族の方、以前お世話になったケアマネ
ジャーさんに囲まれ、温かいお祝いの時間を過ごされま
した。

　町では、100歳を迎えられた方に、敬老事業として
長寿を祝っております。

虹の杜自治会グループウェア説明会を開催
11

教育委員会委員として、町教育の振興にご尽力いただいていました池節子氏
の任期満了に伴い、令和４年10月１日付けで、廣田香織氏が壬生町教育委

員に任命されました。廣田氏は、ＰＴＡ会長、町ＰＴＡ連合会長、県ＰＴＡ連合会理事、
壬生中学校ＰＴＡ委員を歴任し教育委員にふさわしい方であるとして任命されました。
　教育委員としての任期は、令和８年９月30日までとなります。
　壬生町教育委員会は、田村教育長、藍田收教育長職務代理者、大久保信男教育委
員、宇賀神真佐江教育委員、廣田香織教育委員による合議制の機関として、学校教
育、生涯学習、社会教育、文化・スポーツなど、広範囲な分野の施策を展開してい
ます。

町

教育委員に廣田香織氏を任命
ひろ  た    か  お り

あい だ おさむ     　　　　　　　　　　　　　　　  おお  く   ぼ  のぶ  お

かみやまかず  お

う    が  じん  ま　さ　え

7



月５日（土）、下野市国分寺公民館において「中学生の一日人権擁護委員意見発表会」が行われました。
　栃木人権擁護協議会・宇都宮地方法務局栃木支局の主催で、次代を担う中学生に人権意識を高めてもらうこと

を目的にしています。下野市、壬生町の中学生６名が「一日人権擁護委員」に委嘱され、人権問題についての意見発
表を行いました。
　壬生町からは、以下の方が発表しました。
　壬生中学校３年　　古澤佑佳さん　　「消えない差別」
　南犬飼中学校２年　吉田莉々花さん　「身のまわりにある人権問題について」

月13日（日）、「川の日を国民の祝日にしよう会」が主催する、み
ずべの寺子屋inしののめ「秋の黒川親子自然体験教室」に13組

42名の家族が集まり、盛大に開催されました。
　初開催となるこのイベントは、自然の中の動物や植物と川との関わり
の話やゲンジボタルの幼虫の放流、黒川堤防周辺を散策しながらの昆虫
採集、さらにしいたけの収穫体験を行うなど盛りだくさんの内容となり
ました。サプライズとしてNHK宇都宮放送局から「いちごどーもくん」が
登場し、子供たちと写真撮影をするなど、イベントを盛り上げていました。
　参加した子供たちの夢中になって昆虫を追いかける姿が印象的でした。

「中学生の一日人権擁護委員意見発表会」が行われました

「秋の黒川親子自然体験教室」を初開催

11

11

南犬飼中２年　吉田莉々花さん壬生中３年　古澤佑佳さん

左より　栗島・上野組　寺内・寺内組　渋谷・古澤組

39th　MIBUバドミントン大会
〈11月６日（日）　壬生中学校体育館〉MIBUバドミントン大会結果39th

●男子ダブルス
　優　勝　栗島・上野　組

●混合ダブルス
　優　勝　寺内・寺内　組

●女子ダブルス
　優　勝　渋谷・古澤　組

くりしま        うえ  の

てらうち　　  てらうち

しぶ  や         ふる さわ

ふるさわゆう  か

よし だ   り　り　か

8



壬生小　４年　大金　蓮生
壬生小　５年　板橋　舞依
安塚小　６年　原田　廉翔

壬生小　４年　大塚　理梨華
壬生小　４年　鈴木　瑞貴
壬生小　５年　林　　円香
壬生東小５年　吉葉　夕李亜
壬生小　６年　平野　結愛
壬生小　６年　福田　琴

■防犯功労者（敬称略）
　山根　賢二

■防犯特別功労者（敬称略）
　森島　 淳

■交通安全功労者（敬称略）
　君島　充宜

■交通安全標語入選者名一覧（敬称略）
　★最優秀賞
　壬生小　１年　沖田　悠翔
　壬生東小２年　小久保　澪央
　安塚小　３年　石原　薫

　☆優秀賞
　壬生東小１年　吉田　尚央
　安塚小　１年　舘野　紗佳
　壬生小　２年　松本　麗華
　壬生北小２年　粂川　夢翔
　壬生小　３年　野口　真優
　壬生小　３年　林　　周

壬生小　４年　沖田　すみれ
壬生小　５年　椎名　真凜
壬生小　６年　吉川　大翔

壬生小　４年　野口　紗和
壬生北小４年　粂川　鈴奈
壬生小　５年　木村　愛菜
壬生小　５年　坂本　衣咲
壬生小　６年　清水　愛姫花
壬生北小６年　石井　若菜

交通安全標語　最優秀賞防犯功労者表彰

やま  ね      けん じ

もりしま　   あつし

きみしま     みつのり

8

■防犯標語入選者名一覧（敬称略）
　★最優秀賞
　壬生東小１年　大山　七星
　壬生東小２年　河内　七絆
　壬生東小３年　吉葉　永真
　☆優秀賞
　壬生小　１年　清水　瑛翔
　壬生北小１年　刀川　葵
　壬生小　２年　青木　玲奈
　壬生小　２年　坂口　春香
　壬生小　３年　落合　乃愛
　壬生小　３年　高木　結衣

■交通安全作文入選者名一覧（敬称略）
　★最優秀賞
　羽生田小２年　篠原　寧那　「あんぜんにじてん車にのるために」
　安塚小　５年　近藤　陽路　「みんなの思いやりで交通安全」
　南犬飼中１年　斎藤　匠翔　「ルールを守る交通安全」
　☆優秀賞
　安塚小　２年　前田　和花奈
　睦小　　５年　塚原　杜羽

おおやま     なな せ

かわうち      な の は

よし ば       えいしん

おき た

しい な        ま りん

よしかわ     はる と

  し みず      あき と

たちかわ    あおい

あお き         れ  な

さかぐち      はる か

おちあい       の  あ

たか ぎ         ゆ  い

  の ぐち       さ   わ

くめかわ     れい  な

 き  むら       ま   な

さかもと       い   さ

  し みず       ま   ひ   な

いし  い      わか  な

まえ だ         わ  か  な

つかはら       と   わ

しのはら　　 な   な

こんどう       ひ  ろ

さいとう      たく と

 こ やま      ゆう と

おき た       ゆう と

 こ   く   ぼ        れ　お

いしはら　かおる

おおがね 　　れ　ん

いたばし       ま   い

はら だ       れん と

よし だ        な   お

たて の       さ や か

まつもと     れい  か

くめかわ     ゆう  と

 の ぐち　     ま ゆう

はやし　　  あまね

おおつか       り   り   か

すず き       みず き

はやし        まど  か

よし ば         ゆ  り  あ

ひら の         ゆ  あ

ふく だ       こと
南犬飼中３年　小山　悠斗

交通安全作文　最優秀賞防犯標語　最優秀賞

第16回

壬生町
11

月26日（土）、犯罪や交通事故のない、安全で安心な町を目指して、町・栃木地区交通安全協会壬生
支部（篠原富太郎支部長）・壬生町防犯組合連絡協議会（粕尾健吉会長）主催による「第16回壬生

町安全・安心町民大会」が城址公園ホールにおいて開催されました。
　大会では、交通安全及び防犯功労者への表彰、町内の小中学生から応募いただいた交通安全・防犯の標
語及び作文の表彰が行われました。
　これからも犯罪や交通事故の抑止に努め、安全で安心な地域社会づくりのため、町民一人ひとりが意識
を高め、明るく住み良い豊かな町づくりの推進にご協力ください。

11 しの はら とみ  た  ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かす  お  けん きち
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ワクチン接種について新型コロナウイルス新型コロナウイルス ワクチン接種について
（令和４年12月14日時点）

集団接種の予約、予約確認、変更、
前日までのキャンセル、初回接種の
予約、タクシー助成の申し込み等

壬生町新型コロナワクチン
コールセンター

平日のみ
午前９時～午後４時 （28）6818

問合せ 内　　容 受付日時 電話番号

（81）1400集団接種実施時間内壬生町保健福祉センター

栃木県 受診・ワクチン相談センター 土日祝日を含む毎日24時間 0570（052）092

集団接種の当日キャンセル

副反応について

予約について
　壬生町コロナワクチンコールセンターへお問合せください。
※オミクロン株対応ワクチンを個別の医療機関で接種希望の場合は、直接医療機関にご連絡ください。
　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～　　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

初回接種（１・２回目接種：12歳以上）がお済みでない方へ
　初回接種（１・２回目）としてオミクロン株対応ワクチンは接種することができません。
　早期の接種をご検討ください。

日　　　程 予　約　時　間

■接種対象者
　　２回目接種を完了し、前回接種日から３カ月を経過した12歳以上の全ての方
　（オミクロン株対応ワクチンは１人１回接種することができます）

■接種券の発送について
　　令和４年10月末までに従来株ワクチンを接種された方へ接種券を送付しています。11月以降に
　新型コロナワクチン接種をされた方には、接種可能日に合わせて順次送付します。

■集団接種実施日（保健福祉センター）

夜間の日

オミクロン株対応ワクチン接種について

日　　　程 予　約　時　間

１/11（水）

１/12（木）

１/14（土）

１/20（金） １/27（金）

① ９：30～10：00　 ②10：00～10：30　 ③10：30～11：00
④14：00～14：30　 ⑤14：30～15：00　 ⑥15：00～15：30

★１/14（土）は、午前中①～③のみ

⑦18：00～18：30　⑧18：30～19：00　⑨19：00～19：30

10

：〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西1-16-3　吉房ビル４階
：〒323-0807　栃木県小山市城東1-1-32-102

◎ 壬生町内でお仕事しませんか。
　 国家資格取れます。未経験者OK
広報を見たとお気軽に連絡ください。☎0285（23）9806　担当　荒川

毎日皆様の暮らしを守ります
〇壬生町清掃センター焼却設備運転管理業務
〇壬生町水道施設維持管理業務

〇東京商工会議所会員　〇日本下水道協会賛助会員　〇日本下水道処理施設管理業協会会員

昭和49年２月設立　維持管理業全般　49年の実績
本　　　社
栃木営業所
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【参加した小学生の声】

「みぶっ子ドキドキデイキャンプを開催しました！」
～「小学生の豊かな体験活動」への、ご理解とご支援をありがとうございました～

◎問合せ　生涯学習課　☎（81）1873

「みぶっ子ドキドキデイキャンプを開催しました！」

　子どもたちが豊かな体験活動に励む機会をご提供くださいました、壬生町子ども会育成会連絡協議会の
理事およびサポーターの皆さん、ありがとうございました。未来の町を担う小学生の体験活動や、中学生
および青少年による地域活動推進へ、今後ともご理解とご支援をよろしくお願いします。

　10月29日（土）、30日（日）に行われた「みぶっ子ドキドキデイキャンプ」（主催壬生町子ども会育成会連絡協
議会、壬生町教育委員会）に、41名の小学生（４～６年生）が参加しました。
　小学生たちが楽しい思い出をつくれるようにと、町子連理事やサポーター、中学生ボランティアが力を合わせ、
レクリエーション活動や４種類の火起こし体験、ステンドグラス風ランプ作りなどを企画・準備し、充実したイ
ベントとなりました。

はじめて、このキャンプに参加して、ちょっとはじめはドキドキして不安だったけど、班の人と中学生に
いろいろなことを教わって、友達が増えたし、初めて火起こしをしたことがとても楽しかったです。

火おこしのとき、中学生が教えてくれたから勇気をもてました。最初はおにごっこからはじめて、とても
たのしくて、いろいろな話で盛り上がりました。ガラス風の工作はドキドキ、ワクワク楽しかったです。
火をおこしたときに、すごくあつい風がきてびっくりしました。やきマシュマロを食べたことがなかった
ので、中身はとろとろになるんだなと思いました。

班の人との協力が大事だと思いました（火起こし等）。とても楽しかったし、また来たいなと思いました。

安心と安全の保証付車検を提供する まごころサービス
関東陸運局指定民間車検場　鈴木自動車販売

フリーダイヤル（通話料 当社負担）0120-12-0798
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壬
生
藩
校
学
習
館
祭
り
開
催

　

第
１
回
壬
生
藩
校
学
習
館
祭
り
を
、
11
月
13
日（
日
）に
城
址
公
園
ホ
ー
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。

令
和
３
年
に
行
わ
れ
た
、
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
壬
生
大
会
の
開
催
を
記
念
す
る
と
と
も
に
、
藩

校
教
育
に
か
か
る
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
・
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
壬
生
町
内
の
小
中
学
生
に
よ
る
、
「
壬
生
論
語
青
少
年
・
町
民
の
主
張
作
文

・
発
表
コ
ン
ク
ー
ル
」
や
「
論
語
大
朗
誦
」
、
「
小
中
学
生
プ
レ
ゼ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
」
が
行
わ

れ
、
活
気
の
あ
る
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
開
催
に
あ
た
り
、
壬
生
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
様

よ
り
多
大
な
ご
協
賛
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　今年度の応募作品総数624点の中から、最終選考に選ばれた11名がステージ上で自分の主張を発表しまし
た。厳正なる審査の結果、以下の通り入賞者が決定しました。作文発表を通して、論語の意味をさらに深く
理解するとともに、論語を通して現代社会や日常生活、自身の生き方等を再確認し、よりよい社会づくりに
貢献することを目指しています。

　開会にあたり、壬生町教育委員会田村幸一教育長と、壬生
藩鳥居家第16代当主の鳥居忠明さんがあいさつをしました。

　壬生ロータリークラ
ブ様より、「壬生論語
青少年・町民の主張作
文・発表コンクール」
及び「プレゼンコンテ
スト」入賞者への盾、
壬生論語検定の受検料
についての目録が贈呈
されました。

≪小学生の部≫
最優秀賞　壬生北小学校　４年　上田　桃叶 さん
優 秀 賞   羽生田小学校　４年　篠原　紗穂 さん
奨 励 賞　壬生小学校　６年　佐藤　満天 さん
　　　　　藤井小学校　４年　平川　楓奈 さん
　　　　　壬生東小学校　４年　加藤　千空 さん
　　　　　睦 小 学 校　４年　小倉　和華 さん
　　　　　稲葉小学校　４年　川島　悠聖 さん
　　　　　安塚小学校　４年　大美賀　遼 さん
　　　　　　 ※記載順は、学校番号順です。

≪中学生の部≫
最優秀賞　南犬飼中学校　１年　小　　悠汰 さん
優 秀 賞　壬生中学校　１年　星野　天音 さん
奨 励 賞　宇都宮東高等学校附属中学校　２年　中村　優介 さん

うえ  だ      もも  か

しのはら       さ    ほ

 さ  とう       み そ ら

ひらかわ      ふう な

 か  とう       ち  ひろ

 お  ぐら        わ   か

かわしま      ゆうせい

おお  み  か       りょう

 

 こ  だて      ゆう  た

ほし の        あま  ね

　　　　　　　　　　　  なかむら      ゆうすけ

審 査 結 果

壬生論語青少年・町民の主張作文・発表コンクール壬生論語青少年・町民の主張作文・発表コンクール

開　会

目録贈呈 壬
生
藩
校
学
習
館
祭
り
開
催

壬
生
藩
校
学
習
館
祭
り
開
催

第
18
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
壬
生
大
会
開
催
記
念とり い ただあきら
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　プレゼンコンテストでは、各小中学校の代表が個々に決めたテーマに沿ったパワーポイントを作成し、発
表しました。発表の仕方や内容などによって審査が行われ、以下の通り結果が決定しました。創意工夫にあ
ふれた、とても個性的な発表の数々に、観客は圧倒されていました。

みぶっ子
論語大朗誦
みぶっ子
論語大朗誦
みぶっ子
論語大朗誦

小中学生プレゼンコンテスト

　壬生論語検定世界記録チャレンジコースに合格した38名の児童
生徒による、論語大朗誦が行われました。町の論語教育で使用し
ているオリジナルテキスト「壬生論語古義抄」の18編すべてを順
番に諳んじました。堂々と読み上げられた迫力のある論語に、会
場からは大きな拍手が送られていました。

最優秀賞　壬生東小学校
優 秀 賞　睦小学校　安塚小学校
奨 励 賞　壬生小学校　藤井小学校　稲葉小学校     
　　　　　羽生田小学校　壬生北小学校　壬生中学校　
　　　　　南犬飼中学校
　　　　　　 ※記載順は、学校番号順です。

審 査 結 果

小中学生プレゼンコンテスト小中学生プレゼンコンテスト

そら
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　　 震災などの災害の発生を防ぐことはできませんが、これら災害に対する十分な知識と万が一、発生し
　　た場合の対応知識を備えることにより、私たちの生命や財産に対する損害を大幅に軽減させることが
可能です。今後、発生するであろう大規模地震、気象災害に備えて、減災と社会の防災力向上を目指し活
動する防災士は、これからの日本には欠かせない存在となります。

　防災士には家庭・職場・地域のさまざまな場で多様な活動が期待
されます。その役割は大きく分けて３つあります。

・「自助」とは、自分の命は自分で守る。
・「共助」とは、地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ。
・「協働」とは、住民・企業・自治体、防災機関が協力して活動する。

自分の身のまわり、家庭の防災、減災対策の実施。地域
や企業における防災意識の啓発活動・訓練・研修などの
実施や参加。

消防や警察、自衛隊などの公的支援が到着するまで、被
害の軽減を図り、消火や救出救助、避難誘導などを行う。

自治体などの公的組織や防災ボランティアと協働し、避難所運営や被災者支援を行う。

平常時

災害時

発災後

　災害時の被害を少しでも減らすためには平常時の活動が重要になってきます。

町では、防災士養成事業を行っています。詳しいことは下記まで連絡してください。
◎問合せ　総務課消防防災係　☎（81）1808

◎問合せ　総合政策課企画調整係　☎（81）1813

防災士に求められる役割

　防災士とは、社会のさまざまな場で減災と社会の防災力向上のための
活動が期待され、そのために十分な意識・知識・技能を有するものとし
て、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認定した方たちです。

大

防災士について防災士について防災士について

・マイナンバーカードと暗証番号（数字４桁）
・キャッシュレス決済サービスIDとセキュリティコードの分かるカードまたはアプリ
　（nanaco、WAON、ほぺたん、CoGCa、PayPay等）
・本人名義の預貯金口座（通帳など）

持ち物

役場本庁
役場本庁
役場本庁
役場本庁

稲葉地区公民館講堂
南犬飼地区公民館講堂
城址公園ホール（中央公民館）ロビー

7（土）
15（日）
21（土）
28（土）

12（木）
20（金）
26（木）

会　　場 日にち日にち 会　　場

平日の役場本庁に加え、１月は下記の日にち、会場で申込支援を行います。（予約不要）
時間はいずれも午前９時～午前11時30分、午後１時～４時

マイナポイント申込支援を行います

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



 国民年金20歳になったら 国民年金20歳になったら 国民年金
　国民年金は、老後やいざという時の生活を現役世代みんなで支え
ようという考えで作られた仕組みです。
　具体的には、公的年金に加入し保険料を納めることで、老後はも
ちろん、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が死亡され
たとき等に、年金を受け取ることができる制度です。

20歳になったら

★「学生納付特例制度」
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以
下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大
学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修業年限１
年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

★「納付猶予制度」
　20歳から50歳未満の方（学生以外）で、ご本人及び配偶者の所
得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。　
※学生納付特例・納付猶予の期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受
給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されま
せん。10年以内であれば、後から保険料を納付（追納）して受給額
を増やすことが可能です。（承認期間の古い順からの納付になりま
す。また、３年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます）

◎将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、
保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するので、生涯にわたっ
て安定した年金の給付が保障されます。

◎老後のためだけのものではありません
　国民年金には、老齢年金のほか、障
害年金や遺族年金があります。障害年
金は、病気や事故で障害が残ったとき
に支給されます。遺族年金は、加入者
が死亡されたとき、その加入者により
生計を維持されていた遺族（「子のあ
る配偶者」や「子」）に支給されます。

・ねんきんダイヤル　　　　　　☎0570（05）1165
・栃木年金事務所　国民年金課　☎（22）6074
・町住民課国保年金係　　　　　☎（81）1827

◎国民年金のご相談・手続等の問合せ

　老齢年金等の老齢（退職）を支給事由とする公的年金は、
税法上「雑所得」として所得税の申告対象及び住民税の課
税対象になります。

老齢年金を受給されている方へ

　納付した国民年金保険料は、所得税（住民税）の申告に
おいて、社会保険料の控除対象となります。確定申告（還
付申告）をするときには、納付したことを証明する書類が
必要になります。
　所得税の申告を行う際は、日本年金機構から送付される
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」または「国
民年金保険料領収証書」を、忘れずに提出しましょう。

国民年金保険料を納付されている方へ

控除対象：令和４年１月１日～12月31日に納付した保険料
　　　　　（過年度分を含む）

　老齢年金を受けている方には、１年間（１月～12月）に受け取
った年金の支払総額などを記載した「源泉徴収票」が翌年１月
下旬に送付されますので、税務署等で確定申告をする場合や源
泉所得税の還付請求をする場合は申告書に添付してください。
《確定申告が必要になる場合》
・年金以外に収入があった方
・２種類以上の年金を受給している方（年金収入400万円以下を除く）
・源泉徴収票に記載されている以外の控除がある方
　なお、【障害年金】や【遺族年金】は所得税が非課税で
すので、源泉徴収票は送付されません。
　亡くなられた方については、死亡届を提出されたご遺族
の方に対し、約２カ月程度で源泉徴収票（準確定申告用）
をお送りします。
　源泉徴収票を紛失した場合は、ねんきんダイヤルへ再交
付をお申し出ください。
◎問合せ　ねんきんダイヤル
　　　　　栃木年金事務所お客様相談室

　10月１日～12月31日の間に国民年金保険料を納付され
た方の控除証明書は、２月上旬に送付される予定です。
（１月１日～９月30日の間に国民年金保険料を納付された
方の控除証明書については、11月上旬に送付済みです）

納付した国民年金保険料は　
確定申告の控除対象になります！

《年金と所得税の確定申告について》 納付した国民年金保険料は　
確定申告の控除対象になります！

《年金と所得税の確定申告について》

　受け取った『老齢年金』の額が108万円以上（65歳以上
の方は、158万円以上）の方については、原則として所得
税が源泉徴収されることになっています。（上記の年金額
を下回る方は、源泉徴収されません）年金に課税される所
得税は、各支払月に支払われる額から源泉徴収されます。

◎問合せ
ねんきん加入者ダイヤル　☎0570（003）004（ナビダイヤル）
050で始まる電話でおかけになる場合　☎03（6630）2525
〈受付時間〉　月曜日～金曜日　午前８時30分～午後７時
　　　　　　第２土曜日　　　午前９時30分～午後４時
　　　　　　※休日、祝日（第２土曜日を除く）、12月29日
　　　　　　　～１月３日はご利用いただけません。

　日本年金機構では、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。ぜひご覧ください。
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☎0570（05）1165
☎（22）4134

国民年金のポイント 「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」



壬生町会場での住民税・所得税及び復興特別所得税の申告は、３月14日（火）までです。
◆開 場 時 間　午前８時30分 から
◆番号札配布　午前８時30分 から 午後３時 まで
　　　　　　　　　※日曜日は午前11時まで

◆申 告 受 付　午前の部　午前９時 から11時30分まで
　　　　　　　午後の部　午後１時 から 番号呼出終了（注）まで

※番号札をお持ちでない場合は申告受付できませんので、上記の時間中に受け取りください。
※混雑状況により、午前中に来場いただいた場合でも午後の時間帯の番号札を渡す場合があります。
【本年度は試験運用としてウェブサイトからの事前予約（一部のみ）を行います。詳細は次ページ】

確定申告

壬生町会場
月　　日 曜日 申告割当地区（大字単位）

役場１階
１０１会議室

大字壬生甲３８４１番地１

※庁舎移転に伴い会場が
　一本化されました

会　　場
七ツ石・助谷
上稲葉・羽生田
下稲葉
福和田
中泉・上田
受付していません
平日来れない方
安塚１番地～８９９番地
安塚９００番地～１１９９番地・若草町
安塚１２００番地～・寿町
受付していません
落合・至宝
受付していません
受付していません
国谷・北小林
幸町
緑町
おもちゃのまち・あけぼの町・いずみ町
藤井・壬生乙
受付していません
受付していません
壬生丁１番地～１５９番地
壬生丁１６０番地～
壬生甲・壬生丙・表町
大師町・中央町・元町
駅東町・通町
受付していません
平日来れない方
本丸
壬生町全地域

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木（祝）
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

〇
〇
〇
〇
〇
×

午前のみ
〇
〇
〇
×
〇
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
×

午前のみ
〇
〇

２月13日
２月14日
２月15日
２月16日
２月17日
２月18日
２月19日
２月20日
２月21日
２月22日
２月23日
２月24日
２月25日
２月26日
２月27日
２月28日
３月１日
３月２日
３月３日
３月４日
３月５日
３月６日
３月７日
３月８日
３月９日
３月10日
３月11日
３月12日
３月13日
３月14日

実施状況
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（注）当日の番号札配布数により終了の時間が変動します。
※土、日（一部除く）、祝日は受付していませんのでご注意ください。

※次ページ「★申告会場におけるコロナ対策」を必ずご一読ください。

は 期限内 に！



余裕をもって
早めの準備を！

◎問合せ 税務課町民税係　☎（81）1817 

※確定申告書、町民税・県民税申告書、収支内訳書、医療費控除の明細書などの申告書類は、１月中旬頃に
　役場税務課、各出張所、城址公園ホールにご用意します。町公式ウェブサイトでも町民税・県民税（住民
　税）に関する申告様式を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。
　早めの準備・作成をして、期限内に提出しましょう。

★お持ちいただく書類等
　 22ページ右下に記載されている「●申告に必要なもの」をご確認の上、申告会場にお越しください。

★申告会場におけるコロナ対策

★各出張所において、申告書（住民税のみの申告含む）の受付及びお預かりはしていません。
　※町・県民税（住民税）申告書は郵送でも提出ができます。
　　必要事項をご記入の上、控除証明書等を同封して、
　　〒321-0292（住所不要）壬生町役場 税務課 町民税係 宛　に送付してください。

※栃木税務署の確定申告会場は栃木商工会議所大ホール(栃木市片柳町２丁目１番46号）になります。
申告期間は２月16日（木）から令和５年３月15日（水）までです。（土・日・祝日は除く）

★下記の申告をされる方は町申告会場での受付はできませんので、税務署会場において申告を
　してください。
　また、下記以外でも申告内容により税務署会場で確定申告をする必要がある場合があります。
○青色申告　　　○雑損控除の申告　　　　○譲渡所得（土地・家屋・株式等）の申告
○最初の年の住宅借入金特別控除の申告　　○先物取引（ＦＸ・仮想通貨等）の雑所得の申告
○贈与税・相続税・消費税の申告　　　　　○準確定申告（亡くなられた方の申告）
○過年度分の申告

○来場や待合の際のお願いについて
　・来場の際は、館内での検温（非接触型体温計またはサーモカメラ）及び マスクまたはフェイス
　　シールドの着用をお願いします。
　・定期的な換気を行いますので、暖かい格好でお越しください。
　・会場内の密度を管理するため、番号札に来場可能時間（30分単位）が記載されてますので、計
　　画的な来場をお願いします。
　・進行や来場者の状況によっては、自家用車等の会場外でお待ちすることをお願いする場合があ
　　ります。ご協力をお願いします。
　・申告書等に署名をいただく場合がありますので、ボールペンをお持ちください。

○以下の条件にあてはまる方につきましては、来場をお断りする場合があります。
　・館内の検温で37. 5度以上だった方　
　・せき、味覚障害、風邪の諸症状等がある方　・マスク、フェイスシールド非着用の方

　昨年度に引き続き、下記のとおり新型コロナウイルス感染症対策を行いながら申告受付をしま
す。安全、安心な申告受付へご理解・ご協力をお願いします。
※感染者状況等により取扱いが変わる可能性があります。

★ウェブ予約（試験運用）
本年度、試験運用として限定的にウェブサイトからの事前予約を行うことにしました。
右記の町ウェブサイトからアクセスし、注意事項をご確認の上お申し込みください。
事前予約期間：１月23日（月）から令和５年２月６日（月）まで

17

郵送による申告や、スマホ・パソコンによる申告が可能な方は、極力そちらをご利用ください。



18

確定申告のための医療費控除について
所得税、住民税

A１

A２

本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合、対象になります。
（所得が２００万円未満の方なら、所得の５％を超える医療費を控除することができますので、10万円以下でも対象になります）
【予防接種の費用や重大な疾病が発見されなかった人間ドックなどの健康診断の費用は医療費控除の対象となりません】
保険金などで補てんされた金額がある場合は、医療費から差し引いてください。
医療費控除額の計算式は下記のとおりとなります。

例）支払った医療費50万円、受け取った生命保険20万円、所得200万円以上の場合の計算例
　　　　　50万円　－　20万円　－　10万円　　＝　20万円（医療費控除額）

医療費控除により軽減される税は、所得税と復興特別所得税と住民税になります。
　所得税については、医療費控除額×税率（５％～45％）、復興特別所得税については、軽減される所得税×２.１％、住
民税については、医療費控除額×税率（10％）がそれぞれ、軽減されます。
　所得税と復興特別所得税については確定申告後還付されますが、住民税は次年度の住民税を決定する際に医療費控除を含
めて計算します。所得税の税率は収入や控除の額により異なります。なお、源泉徴収された所得税と復興特別所得税以上に
は還付されません。

例）医療費控除額が20万円、所得税の税率５％の場合の計算例
　　所得税：20万円（医療費控除額）× 税率５％ ＝ 10，000円
　　復興特別所得税：10，000円（軽減される所得税）× ２.１％ ＝ 210円
　　住民税：20万円（医療費控除額）× 税率10％ ＝ 20，000円
　　となり、合計30，210円が軽減されます。

※領収書を個人別、病院別に分けて、上記のように計算してください。
※保険金等で補てんされた金額例･･･出産育児一時金、高額療養費、損害保険、生命保険などで医療費の補てんを目的とする保険金や給付金など

※医療費通知（例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」）を見て記入します。
※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。

保険金などで
補てんされた金額

10万円又は
 所得の５％ 

（どちらか少ない方）
医療費控除額

（最高200万円）

支払った医療費
その年の１／１～12／31

の間に支払った分 － － ＝

A３ 医療費に関する通知及び医療費の領収書の原本と医療費控除の明細書が必要になります。
※医療費控除以外の申告に必要な書類については、22ページ右下の「●申告に必要なもの」を参考にしてください。
　医療費控除の明細書は、19ページの「　　年分　医療費控除の明細書」または税務署や町公式ウェブサイトにあるもの
を利用ください。また、医療費控除の明細書は前もって記入しお持ちください。

Ｑ２ 医療費控除により軽減される税額はいくらぐらいなの？

医療費控除の明細書の記入例

省　　略

２　の　合　　　　計

（1）医療を受けた
方の氏名

壬生春子

　　一郎

（2）病院・薬局など
の支払先の名称

壬生町○○病院

壬生町××病院

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費
□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

（5）（4）のうち生命
保険や社会保険など
で補てんされる金額

２５０,０００円

（4）支払った
医療費の額

４５０,０００円

（3）医療費の区分
（該当するものをチェックします）

（3） （2）のうち生命保険や社会
保険などで補填される金額

（2） （1）のうちその年中に
実際に支払った医療費の額

（1）医療費通知に記載
された医療費の額

〇ウ
◎◎◎,◎◎◎円

〇エ
□□□,□□□円

Ｑ３ 医療費控除の申告をするときは何が必要なの？

０円１００,０００円

医　療　費　の　合　計 〇ア＋〇ウ（　　　） 〇イ＋〇エ（　　　）円 円

円円 円

Ａ Ｂ

〇ア 〇イ

上記　に記入したものについては、記入しないでください。

１ 医療費通知に関する事項

◎「医療費控除の明細書」は前もってご記入ください。

２ 医療費（上記　 以外）の明細

＊＊＊,＊＊＊◇◇◇ ,◇◇◇

〇〇〇 ,〇〇〇 ××× ,×××

△△△ ,△△△

◎問合せ 税務課町民税係　　☎（81）1817

１
１

Ｑ１ いくらぐらい医療費を支払ったら控除になるの？
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申告の必要があるか確認してみましょう。

◎問合せ 税務課町民税係　☎（81）1817 

令和５年１月１日現在、
壬生町に住民登録がありますか？

令和５年１月１日に住民登録のある
市区町村へご確認ください

令和４年１月１日から令和４年12月31日までの間に収入がありましたか？

はい

はい いいえ

いいえ

主な収入が
壬生町在住の方の税法上の 

①確定申告（所得税と住民税）
・所得税の納付、還付がある場合
・申告は税務署の申告会場、e-Tax（電子
　申告）、または町の申告会場（※2）

②町・県民税申告（住民税のみ）
・所得税の納付や還付の必要がない場合
・申告は町の申告会場
　（郵送でも提出できます）

下記の①か②の申告が必要です

営業、農業、不動産、一時、その他の所得 申告の必要はありません

400万円
以下で

ご注意ください
◆町民税・県民税の申告書は町・県民税（住民税）の課税資料のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
　の算定資料として利用されます。申告がない場合、適正な保険料等の算定ができないだけでなく、公営住宅や児童手当・保
　育園などの手続等に必要な所得証明書等の発行もできませんのでご注意ください。                              
◆収入がない方や非課税年金収入のみの方は申告を行わないと、国民健康保険税等の軽減判定を受けられない場合があります。
◆税務署や町から申告の案内が届かない人でも、申告が必要な場合があります。申告確認フローチャートでご確認ください。
※町民税・県民税申告書は郵送でも提出ができます。
　必要事項をご記入の上、源泉徴収票の写しや控除証明書等を同封して、〒321-0292（住所不要）壬生町役場 税務課町民
　税係　宛　に送付してください。                              
◆公的年金の収入が400万円以下の場合、確定申告は原則不要ですが、社会保険料や医療費控除などの申告をすることで、住
　民税が減額になることがあります。                              
◆給与所得者であっても、給与支払者が給与支払報告書を町に提出していなかったり、給与支払者に届け出た本人の個人情報が
　町の住民登録の情報と相違があった場合には、未申告状態になっている可能性がありますので、ご注意ください。

給　　与

年　　金

扶養になっている
扶養になっていない

・年末調整が済んでいる（１か所からの給与のみ）
・給与収入以外の所得が20万円以下である（※1）

・年末調整の内容に変更・各種控除の追加がある
・２か所以上から給与の支払いを受けた
・年末調整が済んでいない
・給与収入が2,000万円を超える
・給与収入以外の所得が20万円を超える

・障害年金や遺族年金などの非課税年金のみ
・公的年金など（課税対象年金）の収入が

・公的年金収入以外の所得が20万円を超える

※1  所得税の還付がある場合、①の確定申告が必要です。

400万円を超える
・所得税の還付がある
・保険料・扶養控除などの追加がある
・年金以外の所得が20万円以下である（※1）
・所得税の還付や控除の追加がない

※2 町の申告会場で受付できな
　　  い申告
下記の申告をされる方は栃木税務署の
確定申告会場(栃木商工会議所大ホー
ル)にて申告してください。
〇青色申告　〇雑損控除の申告 
〇譲渡所得（株式・土地など）の申告 
〇最初の年の住宅借入金等特別控除の
　申告 
〇先物取引（FX・仮想通貨等）の雑所得
　の申告
〇贈与税・相続税・消費税の申告
○準確定申告（亡くなられた方の申告）
〇過年度分の申告

申告確認フローチャート

21
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●期間、申告会場及び対象の方

●時間　相談受付：午前８時30分から午後４時まで（相談開始：午前９時から）

マイナンバーカードを使って
ご自宅からスマホ申告！

栃木税務署からのお知らせ

（注）贈与税については、２月１日（水）以降、申告相談を受け付けています。
　　　土、日及び祝日を除きます。

期　　間

２月15日以前

２月16日～３月15日

申告会場
栃木税務署庁舎

（栃木市河合町１番29号）

栃木商工会議所大ホール
（栃木市片柳町２丁目１番46号）

対象の方

還付申告の方（注）

全ての方

１．申告者本人確認書類（番号確認・身元確認）
　　①マイナンバーカード
　　②（マイナンバーカードをお持ちでない方）
　　　番号確認・身元確認書類をそれぞれお持ちください。
　　〇番号確認書類：マイナンバーの記載のある住民票など
　　〇身元確認書類：運転免許証、健康保険の被保険者証など
２．（税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが届いた方）
　　利用者識別番号が記載されているはがき
３．申告者名義の預貯金口座番号がわかるもの

４．令和４年中の収入がわかるもの

●申告に必要なもの
（領収書や証明書などは令和４年中のもの）

５．控除を受けるための証明書類

源泉徴収票【原本】
勤務先から発行されるもの

源泉徴収票【原本】
日本年金機構などの年金支払者から
発行されるもの

記入済みの収支内訳書
（収入及び必要経費がわかる帳簿
や領収書など）

収入金額及び必要経費がわかる書類等

給与収入がある方

年金収入がある方

事業所得
（営業・農業）
不動産所得の方

その他の収入がある方

社会保険料の領収書・証明書等
生命保険料や地震保険料等の控除証明書
医療費控除を受ける方は記入済みの「医療費控除の明細書」等
その他所得控除や税額控除を受けるのに必要な書類

　確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した
入場整理券が必要です。

※スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本的
　にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
※確定申告会場に来場される際は、マスクを着用して、少
　人数でお越しください。
※入場の際に検温を実施しています。咳・発熱等の症状の
　ある方は入場をお断りします。
※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があり
　ます。
※２月16日から３月15日は、栃木税務署庁舎では申告相
　談を行っていません。
※確定申告会場では現金納付の窓口業務は行っていません。
※確定申告会場の駐車場は混雑します。車での来場はなる
　べくご遠慮ください。
※栃木商工会議所への直接のお問合せはご遠慮ください。

　確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用し
たスマホ申告が便利です。
　マイナンバーカードとスマホ（マイナンバーカード読取
対応）があれば、多くの方が来場される確定申告会場に出
向くことなく、国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コ
ーナー」を利用して確定申告を行うことができますので、
ぜひご利用ください。
※マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書のパス
　ワード（数字４桁）」および「署名用電子証明書のパス
　ワード（英数字６～16桁）」をご用意ください。
※マイナンバーカード（電子証明書）の有効期間が経過し
　ている場合、転居や婚姻等により住所や氏名に変更があ
　った場合は、マイナンバーカード（電子証明書）の再発
　行手続が必要となりますので、ご注意ください。

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します。

国税庁L I N E公式アカウント

栃木税務署 お知らせお知らせ
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〇休日でも24時間、ご自宅から申告ができます。
〇還付申告の場合、ｅ-Ｔａｘなら早期還付されます。
〇マイナポータル連携により、一部の所得控除等が自動入力されます！
　令和４年分からは、新たに１年間分の医療費の情報、公的年金等の源泉徴収票、国民年金保
　険料が自動入力の対象になります。
〇令和４年分からは、申告の際に必要なマイナンバーカードの読み取り回数が１回になります
　（過去にマイナンバーカード方式で申告をされた方が対象です）
〇スマホ申告は、専用画面を用意しています。
　令和４年分からは、青色申告決算書・収支内訳書の作成がスマホ専用画面で可能になります！

　公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
※所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除（例えば、純損失や雑損失の繰越控除など）
　の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について

令和５年10月からインボイス制度がはじまります！

にせ税理士にご注意ください

税務職員を装った不審な電話・「振り込め詐欺」にご注意ください

●スマホ申告や利用方法等については、

●メリットいっぱい！マイナンバーカード方式

ぜひ、国税庁ウェブサイトをご覧ください！

　10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。インボイスを発行するためには、
インボイス事業者の登録申請が必要です。
　インボイス事業者の登録申請はすでに始まっており、多くの事業者の方が登録申請をされています。登録を受けると、
税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
　早めの登録を受けることで、取引先へのインボイス登録番号等のお知らせがスムーズにできます。
　個人事業者の方の登録申請手続等は、マイナンバーカードとスマホ（マイナンバーカード読取対応）があれば、ｅ-Ｔ
ａｘソフト（ＳＰ版）により行うことができます。
　ｅ-Ｔａｘソフト（ＳＰ版）では、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請デ
ータを作成することができる「問答形式」を採用していますので、ぜひご利用ください！

　税金の申告手続などを第三者に依頼される際には、税理士証票の提示を受けて確認するなど正規の税理士かどうか
を確認してください。
　税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受け
たり、税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。

　国・県・市町の税務職員を装った「振り込め詐欺」が多発しています。税務職員が、納税のために金融機関の口座
へ振込みを求めたり、還付金の受取のためにＡＴＭの操作を求めることはありません。不審な電話等にはご注意くだ
さい。

◎問合せ 栃木税務署　☎0282（22）0885（自動音声が流れますので「2」の番号を選択してください）

《マイナポータル連携》

マイナポータル

《確定申告書等作成コーナー》

確定申告

《動画で見る確定申告》

動画で見る確定申告

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

≪インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、
　　国税庁ウェブサイトの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください≫

インボイス制度特設サイトはこちらから▶



参加団体 ◆展示部門作品展
　9：00～16：00・あすなろ俳句会

・古布の会
・書道教室
　　ゆふがおの会
・ステンドグラス教室
・なでしこ会
・ビーズアクセサリー教室
・壬生写真クラブ
・壬生町女性会
・壬幸かな書道会
・もめんの会
・遊窓会

参加団体 ◆ステージ部門発表会
　10：00～16：00・いきいき元気体操

・オカリナ四季草風会
・合唱団Clef
・コール“響”
・すみれ　コーラス
・長雅大
・ベルフラワー
・美佐恵会
・壬生オカリナクラブ
・壬生少年少女合唱団
・みぶ吹奏楽団
・壬生太極拳クラブ
・壬生フォークダンス
・リリーコーラス

参加団体
・Ｇ．Ｓ　わくわく
・社会福祉法人せせらぎ会
・壬生町消費者友の会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のお願い
・感染拡大防止の為、発熱、咳等の症状がある方や体調不良の方はご来場をお控えください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況
　等によっては中止となる場合もありますので、各問合せ先にご連絡ご確認の上ご来場ください。
・入館時には検温していただき、37.5度以上の発熱がある場合は、入館をお断りします。
・ご来館の際は必ずマスクをご着用ください。着用していない方のご入館はお断りします。
・今後の感染状況によっては、お名前、連絡先をご記入いただく場合もあります。万が一感染者が発生した際のご連絡や、保健所等への公的機
　関の聞き取りに必要な情報提供をします。

※タイムスケジュールが確定次第、下記お問合せ先等
　にてチラシを配布します。

＜各参加団体名は五十音順＞
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農業委員・農地利用最適化推進委員の選出までの手順

※農地利用最適化推進委員の担当地区

　現在の町農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員は、令和５年７月19日に任期満了
を迎えます。そこで、各委員の推薦・応募に関する説明会を下記のとおり開催します。ご都
合のつく会場にご自由に参加いただけます。

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・応募は３月１日（水）から受付を開始する予定です。
詳細は広報みぶ12月号をご覧ください。

◎農業委員会委員の推薦・募集に関する説明会についての問合せ
　農業委員会事務局　☎（81）1875

担当区域（農事部名）地区・番号

壬生地区
４人

稲葉地区
５人

南犬飼地区
６人

壬生下馬木、西高野、第三
新町、万町、通町、屋敷、東下台、上表町、中表町、下表町
六美北部、六美南部、至宝町、三好町、旭町、星の宮
台坪、藤井中部、田向稲荷内、馬場、原宿
釜ケ渕、原坪、鹿島
稲葉下馬木、下町、上町
本郷、松原
西部、中央、北原、台宿、下坪
東原、鯉沼、福和田
安塚、上長田
上田
中泉
北小林
助谷、助谷原
国谷、国谷外道

農業委員 農地利用最適化推進委員予定時期

１
２
３
４
１
２
３
４
５
１
２
３
４
５
６

合計　15人

推薦・応募の受付

選考委員会の開催
選任議案を町議会に提出
町長が任命

推薦・応募の受付３月

４～５月
６月

７月20日

農業委員会総会で選考

農業委員会体制について

農業委員会が委嘱

農業委員 農地利用最適化推進委員
・農地利用の最適化活動や
　それに伴う現場活動
農業委員会が委嘱
（担当地区ごとに選出）
15名
３年間

・農地法に基づく許認可業務
・農地利用の最適化活動

町長が議会の同意を得て任命

10名
３年間

主な役割

定　　数
任　　期

選出方法

会　　　　　　場日　　　　　　　時
稲葉地区公民館　講堂
南犬飼地区公民館　講堂
壬生町役場　大会議室

２月 ８日（水）　午後６時から
２月10日（金）　午後６時から
２月13日（月）　午後６時から

農業委員・農地利用最適化推進委員の
募集に関する説明会を開催します

推薦・応募状況の公表



※土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日から１月３日)は除きます

◎問合せ　住民課…………………………… ☎（81）1824
　〈マイナポイントについて　総合政策課　☎（81）1813〉
　受付時間　平日午前８時30分から午後５時15分

BA

※稲葉・南犬飼出張所での交付は完全予約制になります。また、平日時間外、休日は
　本庁のみでの受付になります。

令和４年11月末現在で50.51％の方が
個人番号（マイナンバー）カードを取得しています。
ぜひ取得をお願いします！

１月マイナンバーカード申請・交付日程

平 日

休 日

月・水曜日　　　午前８時30分～午後７時
火・木・金曜日　午前８時30分～午後５時15分

土曜日／７日・21日 ・28日、 日曜日／15日
午前９時～正午、午後１時～４時50分

１回目 ２回目
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・マイナンバーカード
・本人確認書類（顔写真の有無は問いません）

マイナポイントの手続をしたいけど、暗証番号を忘れて
しまった。ロックがかかってしまった。どうすればいい？

　役場窓口（本庁住民課、稲葉・南犬飼出張所）で、暗証番号を
再設定する必要があります。以下のものを持ってお越しください。

運転免許証、マイナンバーカード、旅券
などの官公庁発行の顔写真付きのもの

健康保険証、介護保険証、年金手帳、
学生証、医療受給者証など

●本人が手続をする場合

・本人のマイナンバーカード
・本人確認書類　本人（顔写真の有無は問いません）
　　　　　　　　法定代理人（Ａから１点＋Ｂから１点）
・戸籍謄本、登記事項証明書等の法定代理人であることを証明できる資料
　（壬生町が本籍の方、住民票で確認できる場合は不要です）

●法定代理人が手続をする場合

１回目にお越しになった際にご本人宛に照会書を郵送します。その後ご本人に必要事項をご記入
いただき、再度代理人の方が照会書をお持ちになる必要があります。

●代理人が手続をする場合 （即日の再設定はできません）

（本人が15歳未満、成年被後見人の場合）

・代理人の本人確認書類
　（Aから１点）

・本人のマイナンバーカード
・本人確認書類　本人（顔写真の有無は問いません）
　代理人（Ａから１点＋Ｂから１点）
・照会書（必ず封緘してお持ちください）



No. タイトル名 対象 参加費日にち/期間 時　　間 場所 定員 申込期間/方法

◎場所・問合せ　とちぎわんぱく公園　☎（86）5855

◎問合せ　茨城空港利用促進等協議会事務局（茨城県営業戦略部空港対策課内）
☎029（301）2761（平日午前８時30分～午後５時15分）

６ 9：30～16：30 
（3月は17：00まで）ひな壇飾りの展示 ̶ 期間中会場へ

＊火曜休館
2/11（土）～
3/3（金） 観覧無料どなたでもこどもの城

ステージ

５ 9：30～15：30
バレンタイン♡
サイコロチャレンジ ̶ 期間中会場へ2/11（土）～

13（月）

参加無料
＊入館料は
掛かります

小学生以上
の入館者ふしぎの船

４
わんぱく地球っ子クラブ
公園アートを
かたちにしよう

10：00～12：30
両日参加可能
な小学３年生
～中学生

1/4（水）9：00～
電話か来所にて参加無料12名ぱなぱな

工房

2/4（土）＆
5（日） 
連続講座

３ 大人の陶芸教室
「電動ロクロ･釉掛け」

各日
1,000円各回6名9：30～/13：00～

＊両日時間共通

2/1（水）＆
22（水）
連続講座

1/6（金）9：00～
電話か来所にて

両日参加可
能な大人

ぱなぱな
工房

どなたでも１ 9：30～16：30
新春
國學院大學栃木高等
学校　書道部作品展

̶

期間中会場へ
＊火曜休館、但し
3日臨時開館⇔
11日振替休館

1/2（月祝）～ 
30（月） 観覧無料こどもの城

２ 親子で「マグカップ」
をつくろう 各回6組10：00～/13：00～1/15（日） 12/15（木）9：00～

電話か来所にて
1組

1,000円
小学生の親
子（2人1組）

ぱなぱな
工房
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茨城空港からのお知らせ
　３月で開港から13年目を迎える茨城空港は、コンパクトでシンプルな造りが特徴で、搭乗手続が
スムーズに行えるほか、無料駐車場も完備した便利でお得な空港です。
　現在、国内線は、札幌、神戸、福岡、那覇への直行便、宮古（下地島）への乗継便が運航しております。

　町から空港までは、高速道路のご利用で約75分と
アクセスも良好です。
　ぜひ茨城空港から空の旅をお楽しみください。

お し ら せ

茨城空港からのお知らせ茨城空港からのお知らせ

※国際線は現在運休中

　現在、栃木県民の皆さんに親し
まれ、とちぎ未来大使にも就任さ
れているU字工事さんとタイアッ
プしたプロモーションを実施中で
す。こちらもぜひ、ご覧ください。

特設サイトはこちら
（下野新聞社HP）



お し ら せ
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Ｑ1 対象者は？
令和４年12月１日現在で町の住民基本台帳に記載されている世帯の世帯主です。Ａ

Ｑ2 使用期限は？
使用有効期間は令和５年２月28日（火）までです。使用有効期限後の使用や払い戻しはできません。Ａ

Ｑ3 券は、いつ配布されるの？
令和５年１月から順次郵送します。対象者が多いため、郵送に時間がかかります。Ａ

Ｑ4 どこで使えるの？
壬生町内の商品券取扱い加盟店で利用できます。店舗一覧については、本券送付の際に同封する
チラシや町の公式ウェブサイトに記載しています。しかしながら、使用できない商品（ギフト券、
商品券やタバコ）やサービスもありますので、ご注意ください。

Ａ

釣銭は支払われません。
Ｑ5 おつりは出るの？

Ａ

Ｑ6 再発行はできるの？
盗難、紛失または毀損等の場合も再発行はしません。Ａ

「壬生町物価高騰
対策応援券」を配布

その他、本券に関してご不明な点等がありましたら、下記まで連絡ください。
◎問合せ　総合政策課　☎（81）1813

　町では、物価高騰の影響を受けている町民の皆さんに、経済的支援及び消費の下支えを目的として、１世帯
あたり3，000円相当分の壬生町共通商品券（壬生町物価高騰対策応援券）を配布します。ぜひ、活用ください。

○目的
　現在、効率的で効果的な汚水処理施設の整備・運営管
理を計画的に実現していくための「壬生町生活排水処理
構想（案）」の策定に向けて作業を進めています。
　この度、「壬生町生活排水処理構想（案）」がまとまり
ましたので、住民の皆さんからのご意見を募集します。
○募集期限
　令和５年１月20日（金）まで
○意見の提出ができる方
　1　町内に住所を有する方
　2　町内に通勤または通学する方
　3　町内に事務所または事業所を有する方
　4　町税の納税義務者
　5　その他本構想について利害を有する方
○構想案の閲覧方法
　以下の場所でご覧いただけます。
　・町下水道課（庁舎１階）・稲葉出張所・南犬飼出張所
　・町ウェブサイト
　※町ウェブサイト以外につきましては、土・日・祝日、
　　年末年始の閉庁日を除く平日の午前８時30分～午後
　　５時15分の閲覧となります。

○意見の提出方法
　パブリックコメント記入用紙（町ウェブサイトよりダ
ウンロード及び閲覧場所に設置してあります）により、
次のいずれかの方法で提出してください。いずれの場合
も、宛先は「壬生町下水道課」宛でお願いします。
　①持参（土・日・祝日、年末年始の閉庁日は除く平日
　　の８時30分から午後５時15分まで）
　②郵送　〒321－0292 壬生町大字壬生甲3841番地1
　③ＦＡＸ　0282（82）7708
　④メール　gesuido@town.mibu.tochigi.jp
※電話による受付はしません。必ず書面にて提出をお願
　いします。
○意見の取り扱い
　提出されましたご意見の概要と検討結果につきまして
は、町ウェブサイトに公開します。併せて町下水道課で
閲覧することができます。
　ご意見をいただいた方の氏名等の公開及びご意見に関
する個別の回答はしません。
　ご意見の内容が類似する場合は、取りまとめて公開す
る場合があります。
◎問合せ　下水道課業務係　☎（81）1858
　　　　　工務係　☎（81）1859　集落排水係　☎（81）1841

壬生町生活排水処理構想（案）についてご意見を募集します

町内の各世帯に「壬生町物価高騰
対策応援券」を配布します！



○
試
験
の
種
類

　
甲
種
・
乙
種
（
第
１
類
〜
第
６

類
）
・
丙
種

○
試
験
日　
３
月
５
日（
日
）

○
会
場　
作
新
学
院
高
校

○
手
数
料

　
甲
種
：
６
，
６
０
０
円

　
乙
種
：
４
，
６
０
０
円

　
丙
種
：
３
，
７
０
０
円

○
願
書
配
布
場
所

石
橋
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
予

防
課
、
各
消
防
署

○
書
面
申
請

　
１
月
10
日（
火
）〜
20
日（
金
）

（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

栃
木
県
支
部

○
電
子
申
請

　
１
月
７
日（
土
）〜
17
日（
火
）

　
詳
細
は（
一
財
）消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
（
一
財
）消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部
栃
木
県

宇
都
宮
市
昭
和
１
‐
２
‐
16

栃
木
県
自
治
会
館

☎
０
２
８（
６
２
４
）１
０
２
２

　　　　
○
家
賃
の
金
額
は
、
最
新
の
所
得

に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

○
入
居
申
込
資
格　

１
．
現
在
同
居
し
て
い
る
、
ま
た

は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ

る
方
（
３
ヶ
月
以
内
に
結
婚
、
同

居
す
る
婚
約
者
を
含
む
）

　
町
営
住
宅
に
単
身
で
入
居
を
希

望
す
る
方
で
も
、
一
定
の
条
件
を

満
た
せ
ば
申
込
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

２
．
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
方
（
申
込
者
ま
た
は

同
居
予
定
の
方
が
住
宅
を
所
有
し

て
い
る
場
合
は
原
則
と
し
て
申
し

込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

３
．
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
方 

４
．
暴
力
団
員
で
な
い
方

（
同
居
者
も
含
み
ま
す
） 

５
．
所
定
の
計
算
方
法
に
よ
り
算

出
し
た
世
帯
全
員
の
所
得
額
が
次

の
金
額
以
下
で
あ
る
方

◇
世
帯
全
員
の
月
あ
た
り
所
得

・
一
般
世
帯 

１
５
８
，
０
０
０
円
以
下

・
裁
量
階
層
世
帯
（
※
参
照
）

２
１
４
，
０
０
０
円
以
下

※
障
が
い
者
の
い
る
世
帯
、
未
就

学
児
の
い
る
世
帯
な
ど

○
申
込
方
法　
１
月
４
日（
水
）以

降
に
建
設
課
住
宅
係
で
入
居
申
込

書
を
配
布
し
ま
す
。（
土
日
を
除
く
）

入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入
居

申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
左

記
の
受
付
期
間
中
に
建
設
課
住
宅

係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間　
１
月
４
日（
水
）〜

17
日（
火
）午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
ま
で
（
土
日
祝
を
除
く
）

　
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
に

な
り
ま
す
。
抽
選
会
は
１
月
18
日

（
水
）午
前
10
時
か
ら
予
定
し
て
い

ま
す
。

○
入
居
資
格
な
ど
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
配
布
す
る
入
居
申
込
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
入
居
日
は
２
月
１
日（
水
）以
降

に
な
り
ま
す
。（
事
務
手
続
の
都
合

に
よ
り
前
後
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
）

○
入
居
の
際
に
は
、
家
賃
２
ヶ
月

分
の
保
証
金
と
連
帯
保
証
人
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
連
帯
保
証
人
は

壬
生
町
に
居
住
し
て
い
る
方
、
ま

た
は
県
内
に
居
住
し
て
い
る
親
族

の
方
で
１
名
で
す
。

◎
問
合
せ　
建
設
課
住
宅
係

　
☎（
81
）１
８
４
９

○
登
録
か
ら
任
用
ま
で
の
流
れ

①
登
録
（
町
指
定
様
式
の
登
録
申

込
書
を
提
出
）
↓
②
選
考
↓
③
任

用欠
員
等
で
任
用
の
必
要
が
生
じ
た

場
合
に
登
録
者
の
中
か
ら
書
類
選

考
を
実
施
し
、
合
格
者
に
面
接
日

程
等
を
案
内
し
て
い
ま
す
。

○
任
用
期
間　
４
月
１
日
〜
令
和

６
年
３
月
31
日

※
勤
務
実
績
等
に
よ
り
翌
年
度

「
再
度
の
任
用
」
の
可
能
性
有
り

○
勤
務
先　
町
立
小
学
校
ま
た
は

中
学
校

○
通
勤
手
当　
支
給
条
件
有
り

５
５
，
０
０
０
円
上
限
。

○
有
給
休
暇
等　
有
給
休
暇
、
夏

季
休
暇
有
り

※
勤
務
日
数
等
に
よ
る
条
件
有
り

○
提
出
書
類　
登
録
申
込
書
、
受

験
票
（
町
教
育
委
員
会
事
務
局
で

配
付
及
び
町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
印
刷
可
）
、
運
転
免
許
証
コ

ピ
ー
、
教
員
免
許
コ
ピ
ー
（
学
力

向
上
支
援
員
・
複
式
学
級
解
消
支

援
員
は
必
須
）
、
栄
養
士
免
許
コ

ピ
ー
（
栄
養
士
必
須
）

○
受
付
期
間　
郵
送
可
。
随
時
受

付
。

○
試
験
内
容　
作
文
試
験
、
面
接

試
験　
※
職
種
に
よ
る
。

◎
提
出
先
及
び
問
合
せ

〒
３
２
１
‐
０
２
９
２　
壬
生
甲

３
８
４
１
ー

１　
学
校
教
育
課
庶

務
係
☎（
81
）１
８
７
０

　
栃
木
県
で
は
、
温
暖
化
防
止
に

つ
な
が
る
地
域
活
動
を
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
行
う
地
球
温
暖
化
防
止
活

動
推
進
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
事
前
研
修
会
を
実
施
し

ま
す
の
で
、
知
識
が
不
安
な
方
も

安
心
し
て
応
募
く
だ
さ
い
。

○
応
募
資
格

①
栃
木
県
内
に
在
住
す
る
方

②
満
18
歳
以
上
（
令
和
５
年
４
月

１
日
現
在
）
の
方

③
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
活

動
に
熱
意
と
識
見
を
有
し
、
地
域

で
活
動
で
き
る
方

○
任
期

４
月
１
日
〜
令
和
７
年
３
月
31
日

（
２
年
間
）

○
応
募
方
法

①
研
修
会
申
込
↓
②
研
修
会
参
加

↓
③
応
募
用
紙
提
出

○
申
込
方
法

二
次
元
コ
ー
ド
に
掲
載
の
研
修
会

参
加
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

お し ら せ

第
３
回
危
険
物

取
扱
者
試
験

町
営
住
宅
入
居
者
募
集（
３
部
屋
）

学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の

登
録
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

令
和
５
年
度
栃
木
県

地
球
温
暖
化
防
止
活
動

推
進
員
募
集
中
！

募
集
募
集

講
座
・
試
験

講
座
・
試
験

住　宅 棟 階数 間取り家賃（円）

壬生駅まで
徒歩約２分

下台団地
（駅東町4－24）

国谷駅まで
徒歩約７分

ひばりヶ丘団地
（大字壬生丁
281）

備　考

駐車場は１世帯に１
台です。

給湯器・浴槽・風呂
釡・エアコンはあり
ません。

家賃はあくまで予定
です。家賃算定の結
果この範囲外になる
可能性もあります。

家賃のほか共益費が
かかります。

18,100～
26,900円

３階４号棟 3Ｋ
（62.0㎡）

15,400～
22,900円

１号棟 ３階 3Ｋ
（54.9㎡）

２号棟 12,800～
19,000円

４階 3K
 (49.9㎡)
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の
上
、
１
月
23
日（
月
）ま
で
に
栃

木
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進

セ
ン
タ
ー
宛
て
、
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

◎
問
合
せ　
栃
木
県
地
球
温
暖
化

防
止
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー　

☎
０
２
８（
６
７
３
）９
１
０
１

　
確
定
申
告
を
さ
れ
る
場
合
、
社

会
保
険
料
控
除
の
控
除
額
を
証
明

す
る
書
類
と
し
て
、
国
民
健
康
保

険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
領
収
書
等
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
て
い
る

方
は
、
１
月
下
旬
ま
で
に
税
務
課

か
ら
送
付
す
る
口
座
振
替
済
通
知

書
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
年
金
か
ら
国
民
健
康
保

険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
を
天
引
き
さ
れ
て

い
る
方
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
る
年
金
の
源
泉
徴
収
票

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
領
収
書
等
を
紛
失
さ
れ
た
場
合

は
、
納
付
額
確
認
書
を
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
運
転
免
許
証

等
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
を

お
持
ち
の
う
え
、
税
務
課
収
税
係

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
問
合
せ　
税
務
課
収
税
係

☎ （
81
）１
８
１
６

　
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
に
は

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
主
と
加

入
者
全
員
の
所
得
の
合
計
に
応
じ

て
、
均
等
割
と
平
等
割
に
２
・
５

・
７
割
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
か
ど

う
か
の
判
定
の
た
め
に
は
、
所
得

が
無
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
確
定

申
告
義
務
の
無
い
方
に
つ
い
て
も
、

課
税
さ
れ
る
年
度
の
前
年
１
年
間

の
所
得
の
有
無
に
つ
い
て
申
告
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方
は
、

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
判
定
に

必
要
と
な
る
た
め
、
当
該
年
の
１

月
〜
12
月
の
所
得
の
有
無
に
つ
い

て
、
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
申
告
が
必
要
な
方

・
国
保
加
入
者
が
い
る
世
帯
主
の

方・
令
和
４
年
12
月
31
日
時
点
で
19

歳
以
上
か
つ
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
世
帯
員
の
方

・
収
入
が
遺
族
年
金
・
障
害
年
金

等
、
課
税
さ
れ
な
い
年
金
の
み
の

方
（
課
税
対
象
と
な
ら
な
い
た
め
、

年
金
事
務
所
か
ら
報
告
が
あ
り
ま

せ
ん
）

○
申
告
受
付

・
令
和
４
年
１
月
〜
12
月
の
間
に

所
得
が
あ
っ
た
方
は
町
ま
た
は
税

務
署
主
催
の
確
定
申
告
会
場

・
令
和
４
年
１
月
〜
12
月
の
間
に

所
得
が
無
か
っ
た
方
は
役
場
税
務

課○
申
告
が
不
要
な
方

・
令
和
４
年
12
月
31
日
時
点
で
19

歳
未
満
の
方

・
収
入
が
給
料
ま
た
は
課
税
対
象

と
な
る
年
金
の
み
の
方
（
お
勤
め

先
の
企
業
や
年
金
事
務
所
か
ら
所

得
情
報
の
報
告
が
あ
る
た
め
、
ご

本
人
に
よ
る
申
告
は
不
要
で
す
。

給
料
と
年
金
両
方
の
収
入
が
あ
る

場
合
は
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）

・
所
得
税
法
上
の
被
扶
養
者
・
控

除
対
象
配
偶
者
と
な
っ
て
い
る
方

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
世
帯
員
の
方
（
国
民
健
康
保

険
に
加
入
さ
れ
た
際
に
は
申
告
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

◎
問
合
せ　
税
務
課
諸
税
係

☎（
81
）１
８
１
９
・
１
８
７
９

　
農
業
資
材
・
肥
料
・
飼
料
・
燃

油
等
の
価
格
高
騰
に
対
し
、
農
業

経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
の
、

国
・
県
の
支
援
事
業
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　
今
年
度
の
事
業
の
た
め
、
募
集

期
間
が
迫
っ
て
い
る
事
業
も
あ
り

ま
す
の
で
、
申
請
を
希
望
す
る
場

合
は
、
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

〈
主
な
支
援
策
〉

　
販
売
農
家
に
対
す
る
肥
料
購
入

費
の
支
援
、
畜
産
農
家
に
対
す
る

飼
料
購
入
費
の
支
援
、
施
設
園
芸

農
家
に
対
す
る
省
エ
ネ
機
器
の
導

入
支
援
、
新
規
就
農
者
に
対
す
る

支
援
な
ど

※
詳
細
は
、
栃
木
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
参
照

◎
問
合
せ　
栃
木
県
農
政
課

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
２
７
２　

　
健
康
診
断
を
受
診
し
、
健
康
づ

く
り
事
業
や
介
護
予
防
事
業
等
に

参
加
す
る
こ
と
で
ポ
イ
ン
ト
が
も

ら
え
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
る

と
素
敵
な
景
品
と
交
換
で
き
ま
す
。

※
景
品
申
請
は
町
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
19
歳
以
上
の
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
（
当
該
年
度
１
回
）
。

※
景
品
の
申
請
期
限
は
令
和
５
年

１
月
31
日
ま
で
で
す
。
そ
れ
以
降

の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
来
月
発
行
の
広
報
み
ぶ
２
月
号

と
一
緒
に
、
健
診
の
ご
案
内
冊
子

を
配
布
予
定
で
す
。
冊
子
に
は
、

申
し
込
み
開
始
日
や
申
込
方
法
、

健
診
内
容
な
ど
を
記
載
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
健
康
福
祉
課
健
康
増

進
係　
☎（
81
）１
８
８
５

　
管
理
さ
れ
て
い
な
い
あ
き
地
で

は
、
雑
草
が
繁
茂
し
、
病
害
虫
の

発
生
源
と
な
る
ば
か
り
か
、
ご
み

の
不
法
投
棄
を
さ
れ
る
こ
と
も
多

く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
町
内
の
あ
き
地
は
「
壬

生
町
あ
き
地
の
環
境
保
全
に
関
す

る
条
例
」
に
お
い
て
、
適
正
に
管

理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
あ
き
地
は
所
有
者
も
し
く
は
管

理
者
の
責
任
で
管
理
の
徹
底
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
家
庭
か
ら
出
る
ご
み
や
事
業
所

か
ら
出
る
ご
み
は
、
そ
の
種
類
に

か
か
わ
ら
ず
、
野
外
で
の
焼
却
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ご
み
を
燃
や
す
と
ダ
イ
オ
キ
シ

お し ら せ

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
額
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て

令
和
５
年
度
の
健
診
申
し
込

み
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
方
へ

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

農
業
資
材
等
価
格

高
騰
対
策
に
関
す
る

支
援
事
業
の
ご
案
内

み
ぶ
ま
ち
健
康
の
貯
金
箱（
壬

生
町
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
）

の
申
請
は
１
月
31
日
ま
で

健
康
福
祉
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

あ
き
地
の
管
理
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う

野
外
焼
却（
野
焼
き
）は
禁
止
で
す

生
活
環
境
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

栃木県ウェブサイト
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ン
な
ど
の
有
害
物
質
が
発
生
し
、

大
気
汚
染
の
一
因
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
異
臭
や
煙
で
ご
近
所
に
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す

し
、
火
災
の
原
因
と
な
る
こ
と
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ご
み
を
処
分
す
る
場
合
は
、
一

般
家
庭
に
つ
い
て
は
、
決
め
ら
れ

た
日
の
朝
に
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
事

業
所
に
つ
い
て
は
、
許
可
業
者
に

処
理
を
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
風
俗
習
慣

ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
や
、
農
業

を
営
む
う
え
で
や
む
を
得
な
い
軽

微
な
焼
却（
※
）な
ど
を
除
き
、
野

外
焼
却
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

の
で
、
絶
対
に
行
わ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

※
農
業
用
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
・
ポ
リ

エ
チ
レ
ン
類
の
焼
却
は
認
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
生
活
環
境
課
環
境
保

全
係　
☎（
81
）１
８
３
４

○
犬
を
家
族
に
迎
え
た
ら
、
ま
ず

町
に
登
録
を
し
ま
し
ょ
う

　
新
た
に
犬
を
飼
う
場
合
（
購
入
、

贈
与
等
）
、
飼
い
主
は
犬
を
飼
い

始
め
て
か
ら
30
日
以
内
に
町
に
登

録
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
た
だ
し
、
出
生
の
場
合
は
90
日

を
経
過
し
た
日
か
ら
30
日
以
内
）

（
狂
犬
病
予
防
法
第
４
条
）

　
登
録
さ
れ
た
犬
に
は
鑑
札
が
交

付
さ
れ
ま
す
。
鑑
札
は
愛
犬
の
住

民
票
で
す
。
も
し
、
愛
犬
が
住
所

移
転
や
死
亡
し
た
場
合
は
必
ず
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ

ま
し
ょ
う

　
狂
犬
病
の
予
防
注
射
は
、
日
本

国
内
で
犬
を
飼
育
す
る
場
合
、
年

1
回
必
ず
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
（
狂
犬
病
予
防
法
第

５
条
）

　
狂
犬
病
は
と
て
も
恐
ろ
し
い
病

気
で
す
。
狂
犬
病
は
、
犬
に
限
ら

ず
ヒ
ト
も
含
め
、
全
て
の
ほ
乳
類

に
感
染
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
狂
犬
病
は
発
症
す
る

と
致
死
率
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
。
つ

ま
り
、
発
症
し
て
し
ま
っ
て
は
、

現
代
の
医
学
で
は
助
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
近
年
、
日
本
で
の

発
症
例
は
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
世
界
的
に
は
、
毎
年
、
狂
犬

病
に
よ
り
数
万
人
が
亡
く
な
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ほ
乳
類
の
密
輸
等
に
よ
っ
て
狂

犬
病
が
い
つ
日
本
に
入
っ
て
く
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
狂
犬
病
の
予

防
注
射
は
、
愛
犬
を
守
る
だ
け
で

な
く
、
人
を
守
る
た
め
の
も
の
な

の
で
す
。

○
犬
は
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う

（
栃
木
県
条
例
）

　
犬
は
多
く
の
場
合
、
飼
い
主
に

は
従
順
で
す
。
し
か
し
、
全
て
の

人
に
従
順
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
放
し
飼
い
や
き
ち
ん
と
つ
な
い

で
い
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
飼
い

犬
が
ほ
か
の
人
や
犬
を
傷
つ
け
た

場
合
、
飼
い
主
が
そ
の
責
任
を
と

り
、
損
害
賠
償
を
し
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
飼
い
犬
は
つ
な
ぐ

か
、
清
潔
な
お
り
に
入
れ
て
飼
い

ま
し
ょ
う
。

○
犬
の
ふ
ん
は
持
ち
帰
り
ま
し
ょ

う
（
壬
生
町
条
例
）

　
自
分
の
敷
地
や
家
の
前
に
犬
の

ふ
ん
が
落
ち
て
い
た
ら
不
快
に
思

い
ま
せ
ん
か
？

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
公
園

で
犬
が
ふ
ん
を
し
て
、
誰
も
そ
れ

を
片
付
け
な
か
っ
た
ら
ど
う
思
い

ま
す
か
？

　
犬
の
ふ
ん
の
持
ち
帰
り
は
、
飼

い
主
が
守
る
べ
き
最
低
限
の
ル
ー

ル
・
マ
ナ
ー
で
す
。
ふ
ん
は
必
ず

持
ち
帰
り
、
適
正
に
処
分
し
ま
し

ょ
う
。

○
犬
の
尿
も
適
切
に
処
理
し
ま
し

ょ
う
（
壬
生
町
条
例
）

　
他
人
の
家
の
軒
先
や
電
信
柱
な

ど
は
、
臭
い
が
残
っ
て
迷
惑
に
な

り
ま
す
。
散
歩
の
前
に
は
必
ず
犬

の
排
泄
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
尿

を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
水
で

流
し
た
り
、
さ
せ
る
場
所
を
考
え

て
散
歩
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

※
愛
犬
は
家
族
の
一
員
で
す
。
社

会
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
大
切
に
飼

育
し
ま
し
ょ
う
。

◎
犬
の
登
録
や
狂
犬
病
予
防
注
射

に
つ
い
て
の
届
出
、
問
合
せ

生
活
環
境
課
環
境
保
全
係　

☎（
81
）１
８
３
４

◎
動
物
に
関
す
る
ご
相
談

栃
木
県
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
８
４
）５
４
５
８

　
年
齢
を
重
ね
て
も
、
ま
だ
ま
だ

元
気
で
働
き
た
い
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
の
皆
さ
ん
、
一
緒
に
働
き

ま
せ
ん
か
？
関
心
を
お
持
ち
の
方

は
、
説
明
会
に
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
次
の
日
程
で
は
都
合
が

つ
か
な
い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
都
合
の
良
い
日
時
で
の
入
会

説
明
を
行
い
ま
す
。

○
入
会
資
格　

・
町
内
在
住
で
原
則
60
歳
以
上
の

方・
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

（
特
別
な
資
格
な
ど
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
）

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
を
理
解

し
、
賛
同
す
る
方

○
日
時　
１
月
４
日（
水
）午
後
１

時
30
分 

〜
（
30
分
程
度
）

○
場
所　
壬
生
町
シ
ル
バ
ー
ワ
ー

ク
プ
ラ
ザ　
研
修
室　
（
役
場
新

庁
舎
西
）

○
説
明
会
内
容　
入
会
資
格
説
明

・
シ
ル
バ
ー
事
業
の
趣
旨
・
概
要

説
明

・
入
会
申
込
書
の
記
入
方
法
・
質

疑

　
刃
物
研
ぎ
は
１
月
・
２
月
は
実

施
せ
ず
３
月
以
降
の
再
開
と
な
り

ま
す
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
（
公
社
）壬
生
町
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　
☎（
82
）４

６
８
２　
Ｆ
Ａ
Ｘ（
82
）４
６
８
７

　
栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
10
月
１

日
か
ら
時
間
額
９
１
３
円
に
改
正

発
効
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
栃
木
県
内
の
５
産
業
の
特
定
最

低
賃
金
は
、
12
月
31
日
か
ら
左
記

の
と
お
り
改
正
発
効
さ
れ
ま
す
。

・
塗
料
製
造
業　
時
間
額
１
，
０

２
３
円 

・
は
ん
用
機
械
器
具
、
生
産
用
機

械
器
具
、
業
務
用
機
械
器
具
製
造

業　
時
間
額
９
７
０
円 

・
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子

回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通

信
機
械
器
具
製
造
業　
時
間
額
９

７
１
円

・
自
動
車
・
同
附
属
品
製
造
業　

時
間
額
９
７
８
円 

・
計
量
器
・
測
定
器
・
分
析
機

器
・
試
験
機
・
測
量
機
械
器
具
製

造
業
、
医
療
用
機
械
器
具
・
医
療

用
品
製
造
業
、
光
学
機
械
器
具
・

レ
ン
ズ
製
造
業
、
医
療
用
計
測
器

製
造
業
、
時
計
・
同
部
分
品
製
造

業　
時
間
額
９
７
１
円 

『
各
種
商
品
小
売
業
』
の
令
和
４

お し ら せ

犬
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
　
最
低
賃
金

使
用
者
も
、
労
働
者
も

刃
物
研
ぎ
の
お
知
ら
せ

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
会
員
募
集
中（
入
会
説
明
会
）

壬
生
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
か
ら
の
お
し
ら
せ
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年
度
改
正
は
あ
り
ま
せ
ん
。
10
月

１
日
以
降
、
栃
木
県
最
低
賃
金

（
時
間
額
９
１
３
円
）
が
適
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

◎
問
合
せ　
栃
木
労
働
局
労
働
基

準
部
賃
金
室　
☎
０
２
８
（
６
３

４
）
９
１
０
９　
ま
た
は
、
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署

　
毎
年
冬
場
か
ら
春
先
に
か
け
て

は
全
国
的
に
献
血
者
が
減
少
す
る

上
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
、
輸
血
用
血
液

の
確
保
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
安
定
的
に
血
液
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
将
来
の
献
血
を

支
え
る
若
い
皆
さ
ん
の
一
層
の
協

力
が
必
要
で
す
。

　
新
成
人
の
皆
さ
ん
、
「
は
た
ち

の
記
念
」
に
献
血
に
行
っ
て
み
ま

せ
ん
か
！
！

　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
、
た
く

さ
ん
の
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。　

※
献
血
バ
ス
の
予
定
に
つ
い
て
は
、

栃
木
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い

○
期
間　
１
月
１
日（
日
）か
ら
２

月
28
日（
火
）ま
で

○
献
血
会
場　
栃
木
県
赤
十
字
血

液
セ
ン
タ
ー
、
う
つ
の
み
や
大
通

り
献
血
ル
ー
ム
、
県
内
の
献
血
会

場○
献
血
の
で
き
る
方

・
16
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
健
康
な

方（
65
歳
以
上
の
献
血
に
つ
い
て
は
、

60
〜
64
歳
の
間
に
献
血
経
験
が
あ

る
方
）

・
新
成
人
の
方
へ

１
月
１
日
〜
２
月
28
日
ま
で
の
あ

い
だ
に
４
０
０
ｍ
Ｌ
献
血
ま
た
は

成
分
献
血
に
御
協
力
い
た
だ
い
た

新
成
人
の
方
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念

品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

（
平
成
14
年
４
月
２
日
〜
平
成
15

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
）

◎
問
合
せ　
栃
木
県
赤
十
字
血
液

セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
５
９
）０
１
１
１

　　　
町
で
は
、
行
政
情
報
、
地
域
・

生
活
情
報
お
よ
び
広
告
で
構
成
す

る
、
「
く
ら
し
の
便
利
帳
」
を
更

新
し
、
令
和
５
年
５
月
に
発
行
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
冊
子
は
、
町
と（
株
）サ
イ

ネ
ッ
ク
ス
と
の
官
民
協
働
事
業
に

よ
り
、
発
行
費
用
を
地
元
企
業
な

ど
の
広
告
収
入
で
ま
か
な
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
12
月
よ
り
、（
株
）サ

イ
ネ
ッ
ク
ス
の
担
当
者
が
町
内
の

事
業
所
等
を
訪
問
し
、
広
告
主
を

募
集
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◎
問
合
せ　

・
く
ら
し
の
便
利
帳
の
発
行
に
つ

い
て　
総
合
政
策
課
情
報
デ
ジ
タ

ル
係　
☎（
81
）１
８
１
４

・
広
告
に
関
す
る
問
合
せ　

㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
栃
木
支
店

☎
０
２
８（
６
３
２
）９
７
１
１

　　
お
む
つ
代
が
所
得
税
や
町
・
県

民
税
の
医
療
費
控
除
の
対
象
と
認

め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
医
師
の
発

行
し
た
証
明
が
必
要
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
次
の
①
及
び
②
に
該
当

す
る
方
は
、
町
が
発
行
す
る
「
主

治
医
意
見
書
確
認
書
」
に
よ
り
代

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
代
に
つ
い
て
、
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降

②
お
む
つ
を
使
用
し
た
方
が
介
護

保
険
要
介
護
認
定
者
等
で
、
町
が

医
師
の
証
明
に
代
わ
る
内
容
を
確

認
で
き
る
場
合
（
介
護
保
険
認
定

審
査
資
料
主
治
医
意
見
書
に
て

「
ね
た
き
り
」
か
つ
「
尿
失
禁
有
」

を
確
認
）

　
確
認
書
が
必
要
な
方
は
、
健
康

福
祉
課
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
初

め
て
受
け
る
方
は
、
医
師
が
発
行

す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
税
務
課
で
白

紙
の
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
を

受
け
取
り
、
主
治
医
の
先
生
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
（
証
明
書
の
発

行
に
は
費
用
が
か
か
り
ま
す
）

　
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
、

身
体
障
が
い
者
ま
た
は
知
的
障
が

い
者
に
準
ず
る
方
に
、
介
護
保
険

の
要
介
護
認
定
の
資
料
を
も
と
に
、

障
害
者
控
除
の
対
象
に
な
る
か
ど

う
か
を
判
定
し
、
認
定
書
を
交
付

し
ま
す
。

　
所
得
税
や
町
・
県
民
税
の
申
告

を
す
る
際
に
こ
の
認
定
書
を
提
示

す
る
と
、
障
害
者
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
申
請
の
手
続

　
本
人
ま
た
は
家
族
か
ら
の
申
請

が
必
要
で
す
。
町
健
康
福
祉
課
介

護
保
険
係
の
窓
口
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
郵
送
で
も
受
付

け
ま
す
。
（
申
請
書
は
町
の
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
）

　
認
定
書
ま
た
は
非
該
当
通
知
書

は
後
日
発
送
し
ま
す
。

お し ら せ

要
介
護
認
定
者
の
方
へ
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
を
交
付
し
ま
す

介
護
介
護

「
は
た
ち
の
献
血
」

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
の

た
め
の
確
認
書
を
交
付
し
ま
す

健
康
福
祉
課
か
ら
の
お
し
ら
せ

◎障害者控除対象者認定基準（令和４年12月31日基準）
　（令和４年中に対象者が死亡している場合は死亡日）

特別障害者
控　除

障害者控除

控除区分 判定基準

要介護認定が要介護１以上であり、次の１、２のいずれかに該当する方
１　介護認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度」がＢまたはＣランク該当
２　介護認定調査票の「認知症高齢者等の日常生活自立度」がⅢａから
　　Ｍランクまでのいずれかに該当

要介護認定が要介護１以上であり、次の１、２のいずれかに該当する方
１　介護認定調査票の「障害高齢者の日常生活自立度」がＡランク該当
２　介護認定調査票の「認知症高齢者等の日常生活自立度」がⅡａまたは
　　Ⅱｂランク該当

「
壬
生
町
く
ら
し

の
便
利
帳
」
を
作

成
し
ま
す
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※
対
象
者
に
対
し
て
の
個
別
通
知

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
・

療
育
手
帳
・
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　
健
康
福
祉
課
介
護
保

険
係

☎（
81
）１
８
７
６
・
１
８
７
７

み
ん
な
で
フ
レ
イ
ル
予
防

〜
す
こ
や
か
な
身
体
づ
く
り
の
た

め
に
〜

○
講
師　
と
ち
ぎ
健
康
の
森　
と

ち
ぎ
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー　
管

理
栄
養
士
・
運
動
ト
レ
ー
ナ
ー

○
対
象　
町
に
在
住
、
ま
た
は
町

内
の
事
業
所
に
勤
務
し
て
、
高
齢

者
を
介
護
し
て
い
る
方
や
ご
家
族
、

興
味
関
心
が
あ
る
方

○
定
員　
20
名
（
要
予
約
）

○
申
込
期
限　
２
月
13
日（
月
）

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了

○
開
催
場
所　

生
涯
学
習
館　
１
階
講
堂

○
開
催
日
時　
２
月
16
日（
木
）　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

◎
問
合
せ　
壬
生
南
地
区
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
82
）２
１
１
９

　
話
を
聴
い
て
貰
い
た
い
方
、
話

を
聴
い
て
く
れ
る
方
が
い
な
い
方
、

話
を
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
方
、
な
ん
で
も
丁
寧
に
お
聴
き

し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
越
し
く

だ
さ
い
。
個
別
対
面
で
、
会
員
が

話
を
聴
き
ま
す
。
会
員
は
男
女
あ

わ
せ
て
54
名
お
り
、
全
員
傾
聴
ス

キ
ル
を
習
得
し
て
い
ま
す
。
予
約

な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
お
話
を
伺
う
際
に
ご
希
望
等
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
事
前
に
問
合
せ

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
聴
か
せ

て
い
た
だ
い
た
内
容
を
他
に
漏
ら

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

安
心
く
だ
さ
い
。

○
日
時 

①
1
月
20
日（
金
）

午
前
10
時
〜
11
時

②
２
月
６
日（
月
）

午
前
10
時
〜
11
時

○
場
所 　

①
十
二
支
館
（
元
玉
田
商
店
）

至
宝
１
‐
３
‐
34　

②
社
会
福
祉
法
人
せ
せ
ら
ぎ
会

「
ゆ
る
り
」
安
塚
２
０
３
２

・
十
二
支
館
・
・
毎
月
第
３
金
曜

日　
社
会
福
祉
法
人
せ
せ
ら
ぎ
会

「
ゆ
る
り
」
・
・
原
則
毎
月
第
１

月
曜
日

・
マ
ス
ク
の
着
用
と
、
検
温
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

○
参
加
費　
無
料

◎
問
合
せ　
町
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
「
き
か
せ
て
」
会
長 

佐
藤

☎（
82
）３
９
０
２

町
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
82
）７
８
９
９

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地

域
住
民
の
方
々
、
専
門
職
等
の
誰

も
が
参
加
で
き
る
集
い
の
場
で
す
。

ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
に
よ
る
歌
や
踊
り
、
民
話

等
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
予
定

し
て
い
ま
す
。
（
内
容
は
そ
の
日

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）
お
茶
や

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、
ほ
っ

と
ひ
と
息
し
ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
1
月
15
日（
日
）

午
前
10
時
〜
11
時
頃

○
場
所 　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
し
も
つ
け
荘　
ホ
ー
ル

○
参
加
費　
１
０
０
円

　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
、
地

域
の
み
な
さ
ん
が
楽
し
め
る
場
所

で
す
。

　
当
日
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方

に
よ
る
歌
や
踊
り
、
民
話
等
の
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
予
定
し
て
い

ま
す
。
（
内
容
は
そ
の
日
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
）

　
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
な
ご
み

ま
し
ょ
う
。

○
日
時　
1
月
27
日（
金
）

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

○
場
所　

町
ふ
れ
あ
い
交
流
館

（
し
の
の
め
公
園
内
）

○
参
加
費　
１
０
０
円

《
共
通
事
項
》

◎
問
合
せ　

健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎（
81
）１
８
７
６
、
１
８
７
７　

壬
生
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
86
）３
５
７
９

壬
生
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
82
）２
１
１
９

　
家
族
を
介
護
す
る
方
が
、
悩
み

や
不
安
を
、
安
心
し
て
話
を
し
た

り
、
情
報
交
換
を
す
る
場
と
し
て
、

介
護
者
サ
ロ
ン
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
　
介
護
者
の
方
同
士
で
自
分
の
体

験
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
励
ま
し

あ
い
、
親
睦
を
深
め
る
こ
と
で
、

よ
り
良
い
介
護
を
め
ざ
し
て
い
き

ま
せ
ん
か
？

○
日
時　
２
月
10
日（
金
）　

午
前
10
時
〜
11
時
45
分

○
場
所　
ふ
れ
あ
い
交
流
館
（
し

の
の
め
公
園
内
）

《
活
動
内
容
》
介
護
者
サ
ロ
ン
で

は
参
加
者
の
話
を
聞
い
た
り
、
自

分
の
体
験
を
話
し
た
り
し
て
い
ま

す
。
（
自
分
か
ら
話
を
す
る
の
が

苦
手
な
方
で
も
、
話
を
聞
く
、
情

報
を
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
参
加

で
き
ま
す
）

　
ま
た
、
町
職
員
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
職
員
も
出
席
し
て
い

ま
す
の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
の
悩
み
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
話
く
だ
さ
い
。
※
介
護
者
サ

ロ
ン
で
話
さ
れ
た
内
容
を
他
に
話

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
参
加
費　
無
料

○
申
込　
２
月
８
日（
水
）ま
で
に

電
話
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
合
せ　
　

町
健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係　

☎（
81
）１
８
７
７

町
北
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
86
）３
５
７
９

町
南
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
82
）２
１
１
９

町
社
会
福
祉
協
議
会　

☎（
82
）７
８
９
９

　
栃
木
Ｓ
Ｃ
の
選
手
・
ス
タ
ッ
フ

の
指
導
の
下
、
技
術
向
上
を
目
指

し
楽
し
く
サ
ッ
カ
ー
を
し
ま
し
ょ

う
！

○
日
時　
２
月
４
日（
土
）

午
後
１
時
〜

○
場
所

壬
生
町
総
合
公
園
陸
上
競
技
場

○
申
込
期
間

1
月
18
日（
水
）〜
２
月
２
日（
木
）

お し ら せ

第
６
回
介
護
者
サ
ロ
ン
の
開

催
に
つ
い
て

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
「
な
ご
み
」

の
開
催
に
つ
い
て

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ「
福
来（
ふ

っ
く
）ら
」の
開
催
に
つ
い
て

さ  

と
う

家
庭
介
護
者
教
室
の
お
し
ら
せ

「
傾
聴
の
部
屋
」
の
ご
案
内

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

ゆ
う
が
お
サ
ッ
カ
ー
ス
ク
ー

ル
参
加
者
募
集

ゆ
う
が
お
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
か
ら
の
お
し
ら
せ
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○
共
催　
壬
生
町

○
募
集
人
員　
先
着
１
５
０
名

○
参
加
資
格　
町
在
住
及
び
近
隣

市
町
の
ジ
ュ
ニ
ア
（
小
学
生
）

○
参
加
費　
会
員　
１
０
０
円　

　
非
会
員　
２
０
０
円
（
保
険
代

含
む
）

◎
申
込
先
・
問
合
せ　
ゆ
う
が
お

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
事
務
局
（
壬
生

町
総
合
体
育
館
管
理
棟
内
）

☎（
51
）６
０
２
２

Ｆ
Ａ
Ｘ（
51
）２
９
４
３

メ
ー
ル

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
可
）

　
高
校
生
と
そ
の
保
護
者
及
び
教

職
員
等
を
対
象
に
、
合
同
企
業
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
将
来
の
就

職
先
を
見
据
え
、
県
内
企
業
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
こ
の
機
会
に
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

○
日
時　
２
月
４
日（
土
）

午
後
１
時
〜
３
時
30
分

（
受
付　
午
後
12
時
30
分
〜
）

○
場
所　

宇
都
宮
市
宮
み
ら
い
１
‐
20

ラ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
宇
都
宮　
１
階

大
ホ
ー
ル

○
対
象
者　
高
校
１
・
２
年
生
の

生
徒
と
そ
の
保
護
者
、
教
職
員
等

（
１
０
０
名
程
度
）

○
申
込　
運
営
委
託
事
業
者
へ
メ

ー
ル
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。　

○
参
加
企
業

30
社
程
度
（
決
ま
り
次
第
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
公
開
し
ま
す
）

◎
問
合
せ　

主
催　
栃
木
県
労
働
政
策
課 

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
２
２
４

運
営　
（
株
）ワ
ー
ク
エ
ン
ト
リ
ー

（
委
託
事
業
者
）

☎
０
２
８（
６
１
２
）８
６
４
３

　　　
町
で
は
、
経
済
的
に
困
窮
し
て

い
る
世
帯
で
高
等
学
校
に
進
学
を

予
定
し
て
い
る
方
に
奨
学
金
を
給

付
し
ま
す
。

○
対
象

・
町
に
居
住
し
、
令
和
４
年
度
壬

生
町
立
中
学
校
の
卒
業
生
で
高
等

学
校
に
進
学
を
予
定
し
て
い
る
方

・
学
習
へ
の
取
組
及
び
行
動
状
況

共
に
良
好
な
方

・
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学
困

難
な
方
と
選
考
委
員
会
が
認
め
る

場
合

○
給
付
年
額 　

県
立
高
校　
５
万
円　

 

私
立
高
校　
10
万
円

○
応
募
期
間　

 

１
月
13
日（
金
）

〜
２
月
17
日（
金
）

○
願
書
配
布
先
及
び
応
募
方
法

町
内
中
学
校
に
あ
る
奨
学
資
金
支

給
申
請
書
等
に
必
要
事
項
を
明
記

し
、
必
要
書
類
を
用
意
し
て
い
た

だ
き
、
中
学
校
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
問
合
せ　
学
校
教
育
課

☎（
81
）１
８
７
０

　
公
益
財
団
法
人
・
国
際
青
少
年

研
修
協
会
で
は
、
春
休
み
海
外
研

修
交
流
事
業
の
参
加
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
海
外
生
活
を
通
し
て

交
流
を
体
験
し
、
国
際
感
覚
を
養

う
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

　
初
め
て
海
外
に
行
か
れ
る
方
も

安
心
し
て
参
加
で
き
る
よ
う
に
事

前
説
明
会
（
対
面
式
・
オ
ン
ラ
イ

ン
）
や
事
前
研
修
会
も
実
施
し
、

準
備
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

○
内
容　
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・
英
語

研
修
・
学
校
訪
問
・
文
化
交
流
・

地
域
見
学
・
野
外
活
動
等
＊
研
修

国
（
コ
ー
ス
）
に
よ
り
体
験
内
容

を
選
べ
ま
す
。

○
対
象　
小
学
３
年
生
〜
高
校
３

年
生
の
方
ま
で
＊
コ
ー
ス
に
よ
り

対
象
学
年
が
異
な
り
ま
す
。

○
説
明
会　

対
面
式
（
東
京
都

内
）
と
オ
ン
ラ
イ
ン
式　
12
月
予

定＊
実
施
日
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ

く
だ
さ
い

○
研
修
国　
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
サ
イ
パ

ン
・
ハ
ワ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ネ

パ
ー
ル

○
定
員　
各
10
名

○
参
加
費

34
万
８
千
円
〜
78
万
８
千
円

○
日
程　
３
月
26
日（
日
）〜
４
月

６
日（
木
）の
内
７
〜
12
日
間

○
締
切　
１
月
12
日（
木
）、
１
月

25
日（
水
）締
切
日
ま
で
受
付
し
ま

す
。

＊
参
加
費
、
日
程
、
締
切
に
つ
い

て
は
研
修
国（
コ
ー
ス
）に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

◎
問
合
せ　
公
益
財
団
法
人　
国

際
青
少
年
研
修
協
会

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
２
‐
23
‐

２　
Ｕ
Ｂ
Ｇ
東
池
袋
ビ
ル
６
階

☎
０
３（
６
８
２
５
）３
１
３
０

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
３（
３
９
８
１
）２
７
１
２

メ
ー
ル　

お し ら せ

小
学
生
〜
高
校
生

の
た
め
の
春
休
み

海
外
研
修
交
流
事

業
参
加
者
募
集

第
２
回「
高
校
生
の

保
護
者
の
た
め
の

合
同
企
業
説
明
会
」

の
ご
案
内

令
和
５
年
度
奨
学
生
募
集

こ
ど
も

こ
ど
も

info@
w
e-tochigi.sakura.ne.jp

yuugaosc@
cc9.ne.jp

info@
kskk.or.jp

舗装復旧工事のお知らせ
　舗装復旧工事を下記のとおり行います。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力を
お願いします。

工 事 名：農業集落排水事業　旭町・星の宮地区
　　　　　舗装復旧工事　第１工区
工事箇所：大字藤井地内
工事期間：１月上旬頃～令和５年３月上旬頃まで

※なお、測量や材料の発注等により、実際の工事期間が前後する場合があります。
◎問合せ　下水道課集落排水係　☎（81）1841
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『ようこそひよこへ』参加者募集
　出産おめでとうございます！　赤ちゃんの初めての
おでかけに子育て支援センターひよこに来てみません
か？保健師による講話と赤ちゃんとの触れ合い遊び、
体操などみんなで楽しく遊びましょう！　赤ちゃんの
気になる体重測定やちょっとした不安や悩みの相談も
できます。育児の情報交換や子育ての仲間づくりに
【ひよこデビュー】してみませんか？
○日時  ２月14日（火）　午前10時～11時15分
○内容　保健師による健康講話・赤ちゃんとママの体操
　　　　親子触れ合い遊び・情報交換等
○対象　初めてひよこを利用する生後２か月～５カ月
　　　　くらいの赤ちゃんと保護者
○募集人数　定員５組
○申込　１月10日（火）から電話で申込み（定員になり
　　　　次第締め切り）

『セルフ美整体教室』参加者募集
　産後の身体、疲れていませんか？
自分の身体を簡単にケアできる方法を一緒に学んでみま
せんか？肩こり・腰痛・ぽっこりお腹などの悩みを解消し
ながら、みんなで美ボディーママを目指しましょう！
○日時　①１月30日（月）　②２月27日（月）
　　　　午前10時～11時
○講師　骨格調整トレーナー　戸崎優奈氏
○対象　産後２か月～１年程度の保護者の方（町在住
　　　　者）と児童
○募集人数　定員５組（①②どちらか１回の参加）
○申込　１月５日（木）から電話で申込み（定員になり
　　　　次第締め切り）

『産後の骨盤ストレッチ教室』参加者募集
　妊娠・出産・そして毎日忙しい育児に追われているママ。
産後の１年が骨盤のゆがみを解消するチャンス。個別
に骨盤の状態を診てもらいながら簡単にできるストレ
ッチでボディーメンテナンスをしませんか？！
○日時　１月23日（月）
　　　　①午前９時30分～10時40分
　　　　②午前10時30分～11時40分
○講師　疋田整骨院　柔道整復師　久米翔太氏
○対象　産後２か月～１年程度の保護者の方（町在住
　　　　者）と児童
○募集人数　定員５組（産後１回のみの参加）
○申込　１月５日（木）から電話で申込み（定員になり
　　　　次第締め切り）

《共通事項》
○場　所　町児童館
○持ち物　マスク着用・ハンカチ・バスタオル・フェ
　　　　　イスタオル・お気に入りのおもちゃ・水分
　　　　　補給用飲み物（ミルク等）・ウエットティッ
　　　　　シュ・ゴミ袋等
◎問合せ　子育て支援センターひよこ☎（82）3309　
　　　　　（午前９時～午後4時30分まで）

はじめての児童館
児童館をはじめて利用する親子を応援します。
○日時　１月18日（水）　午前10 時～11時
○内容　利用案内・読み聞かせ・クラフトタイム・
　　　　自由遊び
○対象　はじめて児童館を利用する親子
○申込　前日までに電話で申込み

マミータイム【猫のバックチャーム】
　小物づくりをきっかけに子育て・ママ友づくりを
応援します。　　　　　　　　　
○日時　１月13日（金）
　　　　午前９時30分～10時30分　4組
　　　　午前10時30分～11時30分　4組
○内容　クラフトタイム・
　　　　読み聞かせ・
　　　　自由遊び
○対象　未就園児親子　８組
○申込　前日までに電話で申込み

未就園児親子教室【ミッキータイム】
○日時　１月25日（水）　午前10時～11時　６組
○内容　体操・製作・季節の遊び・読み聞かせ
○対象　１歳３ヶ月以上の未就園児と保護者
　　　　（なかよしルーム会員以外の方）
○申込　前日までに電話で申込み

児童館『節分会』参加者募集
○日時　１月28日（土）
　　　　午前 ９：30～10：30　
　　　　未就学児（１歳児以上）15名（保護者同伴、
　　　　保護者は、子どもひとりにつき１人まで）
　　　　午前11：00～12：00　小学生20名
○内容　節分のお話、ゲームなど
　　　　＊時間、人数制限を設けての開催となりま
　　　　　す。町在住の方に限ります。
○参加費　１００円
○申込　１月５日（木）～23日（月）　
　　　　＊申込期間中に参加費を添えて直接児童館
　　　　までご来館ください。定員になり次第締め
　　　　切ります。キャンセルの返金は１月27日
　　　　（金）まで可。
　　　　※中止の場合は、参加費は返金します。

《共通事項》
○場　所　町児童館
◎問合せ　こども未来課児童館　☎（82）7388
　　　　　（午前８時30分～午後５時まで）

からのおしらせ児童館児童館子育て支援センター からのおしらせひよこひよこ
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図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ

藤井小学校
安塚小学校
羽生田小学校
壬生北小学校
睦小学校
壬生東小学校

13：00～14：00
13：00～15：00
13：00～14：00
13：00～14：00
13：00～15：00
13：00～15：00

３日（金）
８日（水）
 ９日（木）
14日（火）
16日（木）
17日（金）

稲葉小学校 13：00～14：0024日（金）

○移動図書館（BM）２月の日程

　図書館では、スタッフ・ボランティアによる子ど
も向けの読み聞かせを開催しています。
・おはなしひろば
　１月７日（土）・14日（土）・28日（土）
　２月４日（土）・11日（土）・18日（土）・25日（土）
　午前10時～10時30分
※１月21日（土）は「冬のおはなし会」を午前10時か
　ら開催します。

おはなし会１・２月の日程
（０･１･２才向け）
　１月19日（木）・２月16日（木）
　午前10時～10時30分

《共通事項》
○場　所　町立図書館２階会議室
◎問合せ　町立図書館　☎（82）8543

親子おはなし会

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

14：00～16：0021日（火）

羽生田小学校
藤井小学校
壬生北小学校
安塚小学校
壬生東小学校
稲葉小学校
睦小学校

13：00～14：00
13：00～14：00
13：00～14：00
13：00～15：00
13：00～15：00
13：00～14：00
13：00～15：00

12日（木）
13日（金）
17日（火）
18日（水）
19日（木）
20日（金）
26日（木）

○移動図書館（BM）１月の日程

おもちゃのまち
（おもちゃ団地協同
　組合北側駐車場）

14：00～16：0027日（金）

図書館キャラクター：ミブラ

　赤ちゃん連れのママのための折り紙教室です。図
書館読書ボランティア「おはなしアライグマ」のメン
バーが赤ちゃんと遊んでいる間に「リボンの小箱」
を作りましょう。
○日時　１月19日（木）　午前10時45分～11時15分
　　　　※「０・１・２才向け　親子おはなし会」の後です。
○場所　町立図書館 ２階 児童室
○定員  親子５組（先着順）
（「０・１・２才向け　親子おはなし会」は、どなた
でも参加できます。申し込みの必要はありません）
○申込　１月５日（木）　午前９時より申し込み開始
◎申込先・問合せ
　図書館読書ボランティア「おはなしアライグマ」
　緑川和子 ☎090（6154）0118

ほかほか、わくわくする楽しい冬のおはなし会です。
○日時　１月21日（土）　午前10時～10時30分
○場所　町立図書館　２階　会議室　　 
○内容　大型絵本『てぶくろ』、絵本『山のおふろ』他
○読み手　図書館読書ボランティア「おはなしアラ
　　　　　イグマ」
○申込　不要（当日直接図書館にご来館ください）
　　　　※来てくれた方には、おはなし会の参加シ
　　　　　ールを２倍プレゼント
◎問合せ　町立図書館　☎（82）8543

赤ちゃんと一緒に♡ママの折り紙教室

冬のおはなし会「冬はたのしい!!」
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みどりかわかず こ

クリーンなスタジオで
　　　爽やかな汗を流しませんか
エクササイズ生徒募集中
月4回3,000円　フリー4,000円
社交ダンスも同時募集中

ダンススタジオモリグチ
下都賀郡壬生町至宝３ー８ー６
Tel 0282ー82ー8852　　　 HPはこちらから→◎問合せ　●総合政策課情報デジタル係　☎（81）1814

https://
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各　　種　　相　　談各　　種　　相　　談

お し ら せ

みんなの人権110番 　　　　　　☎0570（003）110  
子どもの人権110番 　　　　　　☎0120（007）110  
女性の人権ホットライン　　　　 ☎0570（070）810  
インターネット人権相談窓口　https://www.jinken.go.jp

電話・インターネットによる人権相談

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
し
ら
せ

人権・行政相談

その他

相談内容

場　所
日　時

役場103会議室
「人権相談」ひとりで悩んでいませんか？
毎日の生活の中で、差別、いじめ、職場での
嫌がらせ、虐待、DVなどで思い悩むことが
ある場合。人権擁護委員に人権相談をするこ
とができます。
「行政相談」医療保険、年金、道路等、行政
についての苦情、要望等がある場合、行政相
談委員に相談することができます。
相田喜久夫 氏　☎（82）0603
粂川　元一 氏　☎（86）3869

１月19日（木）　午後１時30分～４時

相談無料・秘密厳守 お気軽にご相談ください。 
予約は必要ありませんが、事前予約を推奨します。

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

心配ごと特別相談（弁護士相談）

（福）壬生町社会福祉協議会　☎（82）7899

その他

対　象

申込日

申込方法
相談員
場　所

日　時

国が設立した法律相談機関『法テラス栃木』
もご利用ください。　☎050（3383）5395

町内在住者　各回５名
同一の内容の相談は一回限り

弁護士
電話予約受付（先着順）
１月10日（火）
午前８時30分～

２月６日（月）
午前８時30分～

１月12日（木）  
午前10時～正午

２月９日（木）  
午前10時～正午

申込み
問合せ

保健福祉センター　２F　録音室

還付申告税務相談

相談内容

場　所
日　時

税理士会栃木支部各会員事務所
相談員 税理士

２月１日（水）

少額の還付申告相談（内容により有料になる可
能性もあります） 

申込み
問合せ 税理士会栃木支部　☎（24）4861

　
最
近
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
は

脱
毛
エ
ス
テ
に
つ
い
て
の
相
談
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
契
約
当
事

者
の
年
代
を
み
る
と
、
10
〜
20
歳
代

の
割
合
が
高
く
、
性
別
で
は
女
性
が

多
い
も
の
の
2
0
2
0
年
度
あ
た
り

か
ら
は
男
性
か
ら
の
相
談
も
増
加
し

て
い
ま
す
。
広
告
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
施
術
を
希
望
し
た
が
、
高
額
な
プ

ラ
ン
を
勧
め
ら
れ
た
。
体
験
後
に
強

引
に
契
約
を
迫
ら
れ
、
契
約
し
て
し

ま
っ
た
等
の
ト
ラ
ブ
ル
の
報
告
が
あ

り
ま
す
。

●
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
わ
な
い
た
め
の
ポ

　
イ
ン
ト

〇「
お
試
し
施
術
」「
月
額
○
○
○
円
」

　
な
ど
低
価
格
の
広
告
を
う
の
み
に

　
し
な
い
。

〇
強
引
に
契
約
を
迫
ら
れ
て
も
き
っ

　
ぱ
り
と
断
る
。

〇
契
約
は
慎
重
に
検
討
す
る
。

　
特
定
商
取
引
法
の
特
定
継
続
的
役

務
提
供
に
該
当
す
る
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ

ク
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
で
あ
れ
ば
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
と
感
じ

た
場
合
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
合
せ

壬
生
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎（
82
）１
１
０
６

消費生活相談

対　象
相談員

日　時

消費生活相談員

月～金曜日
（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時 

町内在住者
申込み
問合せ 壬生町消費生活センター　☎（82）1106

場　所 壬生町消費生活センター（役場庁舎内）

相続、遺言、農地転用、開発行為等の手続

司法書士相談

相談内容

日　時

役場102会議室（１階）

対　象
相続全般ほか「相続登記義務化」、おひとり様
や認知症に備えた生前対策、その他法律相談

申込方法
電話予約受付（先着順）

相談員 司法書士
場　所

１月18日（水）　午後２時～４時 
※１回の相談時間は30分

町内在住者

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

１月４日（水）　午前８時30分～

行政書士相談

相談内容

日　時

役場103会議室（１階）

対　象

申込方法
電話予約受付（先着順）

相談員 行政書士
場　所

１月25日（水）　午後２時～４時 
※１回の相談時間は30分

町内在住者

対　象 所得金額300万円以下の給与所得者及び年金
受給者

申込み
問合せ 生活環境課くらし安心係　☎（81）1826

１月4日（水）　午前８時30分～

男
性
も
増
加
！

脱
毛
エ
ス
テ
の
ト
ラ
ブ
ル

その他 原則電話相談



壬生町防災行政無線システムについて

総務課　消防防災係　☎８１ー１８０８壬生町防災行政無線に関するお問合せは

役場にて放送した拡声子局からの案内と同じ内容を、携帯
電話やパソコンなどにメールで配信します。
事前登録が必要ですので、次により登録ください。登録方
法は、携帯電話・パソコンなどから右記２次元コードや下
記ＵＲＬへアクセスしてください。
・URL　http://www.bousai-mibu.jp/mail/pub/

・２次元コード

防災メールの配信放送内容の確認（電話応答装置）

電話番号　0282-82-9000

「放送されていることに途中で気付いた」「風
が強くて放送内容がよく聞こえなかった」とい
う場合は、次の番号に電話すると放送内容を聞
くことができます。
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、心に不安がある方や悩み、
ストレスがある方に対してLINEを使用した相談を行っています。

午後3時～午後10時まで（最終受付：午後9時まで）（土日祝日含む）
本相談は「LINEアプリ」を使用します。 
２次元コードを読み取るか、URLを入力して登録してください。 
URLはこちら→https://l in.ee/mEQ70Cr

相談時間
相談方法

こころの相談@とちぎこころの相談@とちぎ

※受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください。

「自殺予防いのちの電話」「自殺予防いのちの電話」「自殺予防いのちの電話」
毎月10日　午前８時　～　翌日11日  午前８時の24時間
自殺予防相談

０１２０-７８３-５５６　＊通話料無料

日　　時
相談内容
相談番号

午後７：00～午後10：00　内科（小児を含む）のみ

内科（小児を含む）・外科　午前９：00～午後９：00

内　科　午前９：00～午後９：00
外　科　午前９：00～午後５：00
小児科　午後６：00～午後９：00

平日（月～土曜日）

休日（祝日・年末年始）

休日（日曜日）

◆栃木地区急患センター　栃木市境町27-15　☎（22）8699

診療日時

◆とちぎ救急医療電話相談
　急な病気やけがについて、経験豊富な看護師が相談に応じます。

〔大 人〕毎日　午後６：00～午後10：00
　　　　 ☎028（623）3344　プッシュ回線＃7111

〔子ども〕月曜日～土曜日　午後６：00～翌朝８：00
　　　　　日曜日・祝　日　24時間
　　　　　☎028（600）0099　プッシュ回線＃8000

１ 月 １ 日
１月２日
１月３日
１月８日
１月９日
１月15日
１月22日
１月29日
２ 月 ５日

落合３-４-７
藤井1285-14
寿町５-３
駅東町５-６
安塚793-１
大師町38-４
中央町６-37
中央町３-21

☎86-6624
☎81-0880
☎82-5800
☎25-5881
☎21-7300
☎86-8039
☎81-0001
☎82-2002
☎82-0141

福井セントラルクリニック
大 久 保 ク リ ニ ッ ク
壬 生 東 診 療 所
高 橋 と お る ク リ ニ ッ ク
は し も と ク リ ニ ッ ク
小 林 内 科 ク リ ニ ッ ク
あ か り こ ど も ク リ ニ ッ ク
松 本 内 科 医 院
前 原 医 院

◆壬生町在宅当番医　９：00～17：00
電話番号住　　所診療科目病　　院　　名日　付

内・小児
内
内
内
内
内
小児
内
内

おもちゃのまち2-4-8



１月16日～２月15日
１月

２月
1

5
6
7
8
9
10

3

12
13
14

15

16
17

19

22
23
24

20

26

水

木

27

4

21

2

18

25

11

月

火

28
29

31

金

30

こども（行事名） おとな（行事名）日 曜

なかよし相談（９：30～稲葉地区公民館）
おっぱい相談（10：00～稲葉地区公民館）
地域子育て支援活動（10：00～おもちゃ団地ゆうゆ館）
はじめての児童館（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・きらきらコース）（９：30～児童館）
乳幼児健診（３歳児）（12：50～稲葉地区公民館）

乳幼児健診（10か月児）（13：15～稲葉地区公民館）

産後の骨盤ストレッチ教室（９：30～児童館）

なかよし相談（９：30～稲葉地区公民館）
おっぱい相談（10：00～稲葉地区公民館）
地域子育て支援活動（10：00～おもちゃ団地ゆうゆ館）
はじめての児童館（10：00～児童館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・にこにこコース）（９：30～児童館）

おっぱい相談　（10：00～稲葉地区公民館）
地域子育て支援活動（10：00～おもちゃ団地ゆうゆ館）　

シルバー人材センター入会説明会 （13：30～壬生町シルバーワーク
プラザ　研修室）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども
未来課・健康福祉課）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども
未来課・健康福祉課）

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども
未来課・健康福祉課）

12・１月分上下水道料金口座振替日
窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども
未来課・健康福祉課）

司法書士相談（14：00～本庁102会議室）

行政書士相談（14：00～本庁103会議室）

人権・行政相談（13：30～本庁舎）

乳幼児健診（１歳６か月）（12：50～稲葉地区公民館）

日赤講習会「乳幼児の応急手当」（10：00～子育て支援センターつばめ）
未就園児親子対象教室（ミッキータイム）（10：00～児童館）　

成長記録会（ベビーチャピー）（９：30～子育て支援センターつばめ）

ベビーチャピー合同（９：00～子育て支援センターつばめ）
節分会（９：30～児童館）

成長記録会(チャピー）（９：30～子育て支援センターつばめ）
離乳食教室（９：50～稲葉地区公民館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・にこにこコース）（９：30～児童館）

ようこそひよこへ（8：30～児童館）
乳幼児健診（10か月児（13：15～稲葉地区公民館）

未就園児親子対象教室（なかよしルーム・きらきらコース）（９：30～児童館）
乳幼児健診（４か月児）（13：00～稲葉地区公民館）

土

水

木

月

火

日

土

月

日

金

土
金
木
水

火

月
日

土
金
木
水

水

日

火

月
日

火

窓口業務時間延長日（17：15～19：00　本庁住民課・税務課・こども
未来課・健康福祉課）

人権単独相談（13：30～本庁舎） 

12・１月分上下水道料金納期限（納付書）

司法書士相談（14：00～本庁102会議室）

●町県民税………………………………（４期）
●国民健康保険税………………………（７期）
●介護保険料……………………………（７期）
●後期高齢者医療保険料………………（７期）
　　　　　　　　　　納期限　１月31日（火）

１月の
納税等

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？
※一部施設で優待制度があります。（詳細は県ＨＰ参照）
◎問合せ　教育委員会事務局生涯学習課（☎81ー1873）

毎月第３日曜日は
ふれあい育む
　　　　家庭の日

イベントの開催状況については、町の公式ウェブサイトを
確認するか、各担当課にお問合せください。
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　町では、９月27日(火)に壬生町犯罪被害者等支援条例が施行となりました。
　町は、犯罪被害者等への支援をさらに充実させるため、栃木警察署及び犯罪被害者支援センターとちぎと
それぞれ、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。
　町は、犯罪被害者やその家族、あるいはご遺族に寄り添いながら、各機関が相互に連携協力し一歩踏み込
んだ支援に取り組みます。
　協定は、栃木署管内の栃木市も協定を締結しました。

次回は３月生まれのアイドルを募集します。 １月20日（金）締　切

【必要事項】氏名（ふりがな）（複数のアイドルが写っている場合はそれぞれ分か
　　　　　　るように明記してください）、保護者名、生年月日、住所、電話番号
【申込方法】町公式ウェブサイトの、わが家のアイドル入力フォーム
　　　　　　https://www.town.mibu.tochigi . jp/docs/2014122100034/
　　　　　　から申込みができます。
　　　　　　役場総合政策課、稲葉・南犬飼出張所、子育て支援
　　　　　　センターでも受付けています。
【申 込 先】壬生町総合政策課情報デジタル係
　　　　　　〒321-0292　壬生町大字壬生甲3841-１
　　　　　　Eメールアドレス　sougo@town.mibu.tochigi . jp
【備　　考】壬生町在住に限ります。写真は掲載後、原則お返しできません。
　　　　　　また、町子育てサイトのトップページにもお写真を掲載します。

わが家の
アイドル

わが家の
アイドル
わが家の
アイドル

わたなべ  そう  た

渡辺 湊太くん
（H25.1.22生）

わたなべ    み  ー   な

渡辺 ミーナ
 （H30.1.3生）

わたなべ りょうた

渡辺 陵太くん
（R3.1.26生）

しゅ か

珠椛ちゃん
（H28.5.4生）

もりしま    こ   た ろう

森島 琥太郎くん
（H31.1.7生）

い ろ は

心椛ちゃん
（H26.4.5生）

まつしま  あお  と

松島 蒼人くん
（H31.1.12生）

る   か

瑠花ちゃん
（R3.8.18生）

かわ  た

川田 ゆずちゃん
（R3.1.27生）

え  び  さわ  はや と

海老沢 駿仁くん
（H25.1.9生）

ひろと

優仁くん
（H28.11.22生）

ひより

陽和ちゃん
（H26.12.3生）

ほうじょう み  お

北條 美鳳ちゃん
（H31.1.7生）

みずぬま

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定を締結

１月号広報みぶ No.764
令和５年１月１日発行

環境保護のため再生紙を使用しています。

発行人／壬生町役場  〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1　編集／総務部総合政策課情報デジタル係
　　　　電話0282-81-1814　FAX0282-28-6718　町公式ウェブサイト https://www.town.mibu.tochigi . jp

【まちのうごき】●総人口 38,593人（＋12）　男 19,129人（＋11）　女 19,464人（＋1）　●総世帯 16,326（＋24） （　）内は前月比　令和４年度12月末現在

あら  い    め    い

新井 芽生ちゃん
（H31.1.16生）

しょう た

翔太くん
（H28.7.5生）

はま の     ゆい な

濱野 結菜ちゃん
（H31.1.23生）

お   の  でら たける

小野寺 彪くん
（H31.1.29生）

 ん の 場み な 広

左から　水沼犯罪被害者支援
　　　　センターとちぎ理事長　小菅町長　平野栃木警察署長

左から　水沼犯罪被害者支援
　　　　センターとちぎ理事長　小菅町長　大川栃木市長　平野栃木警察署長

ひら の おおかわ

犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定を締結犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定を締結

̶お詫びと訂正̶　広報みぶ12月号31ページ「カレンダーの記事にて、２日（月）と９日（月）を平日として記載しており、おとなの行事名の９日に「窓口業務時間延長日（17：15～19：00　
本庁住民課・税務課・こども未来課・健康福祉課）」と記載しましたが、正しくは「２日（月）と９日（月）は祝日であり、９日の窓口業務時間延長はありません。お詫びして訂正いたします。


	2301／02新年挨拶01
	2301／03新年挨拶02
	2301／04自治功労賞
	2301／05消防団通常点検・表彰
	2301／06まちトピ
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	2301／27茨城空港・わんぱく
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